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【公共施設再配置計画の記載に当たっての前提】 

① 端数処理について 

本計画で取り扱う数値は、金額は単位未満を切り捨て、延床面積等は単位未満を四捨五

入の端数処理することを基本としています。このため、各数値の合計が表記される合計欄

の数値と一致しない場合があります。 

② 調査時点について 

本計画に掲載する数値は、第 1 章については公共施設等総合管理計画からの再掲載の

為平成２６年度、その他の章については平成２８年度を基本としています。それ以外の時

点の情報を利用する場合は、その旨を注記しています。 

③ 複合施設の計上について 

複合施設は、それぞれの分類毎に施設数を計上しているため、実際の施設数とは一致し

ません。 
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序章 公共施設再配置計画について

１ 計画の目的 

今後も進行することが見込まれる人口減少や少子高齢化の進展、市民ニーズの多様化などによる

利用状況の変化など、本市の公共施設等を取り巻く環境は予想以上に厳しいものとなっております。 

このような現状を踏まえ、本市では、最適な公共施設サービスと財政運営を両立させながら、公

共施設を総合的かつ統括的に企画、管理、活用する仕組みである公共施設マネジメントに取り組む

こととし、その基礎資料として、市が所有する公共施設の全体像と各用途別施設の現状分析をまと

めた「塩竈市公共施設白書」と、「塩竈市公共施設等総合管理計画」を平成 29 年 3 月に策定し、

公共施設等の適正管理及び有効活用の推進に関する基本的な方向性を示しました。 

そして、公共施設等総合管理計画で示した今後の公共施設マネジメントの方向性を踏まえ、公共

施設の再配置を具体的に進めていくための基本計画となる「塩竈市公共施設再配置計画（素案）」を

作成し、学識経験者や市民からなる審議会に本素案を諮るとともに、市民団体への説明やパブリッ

クコメントを募るなどして、平成 31 年 3 月に本計画を策定しました。 

今後、本計画に基づき、将来の市の財政状況や人口規模を見据えつつ、多様化する市民ニーズへ

の対応や住みよいまちづくりを実現するための最適な公共施設の体系構築を推進してまいります。 

 

２ 計画の位置づけ 

 公共施設再配置計画は、公共施設等総合管理計画で定めた今後の公共施設マネジメントの方針等

を具体化し、類型ごとに再配置案を示し、その後の個別計画策定に資するものとします。 

公共施設再配置計画の位置づけ
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３ 計画期間 

 平成 29 年 3 月に策定した公共施設等総合管理計画は平成 29 年（2017 年）から平成 58 年

（2046 年）までの 30 年間の計画としています。本計画においても、当該計画と合わせ今後 30

年間を見据えたものとします。 

 ただし、今後の施設再配置に関する実施計画を長期の視点で策定することは、不確定要素もあり

現実感の乏しいものとなることが懸念されます。そこで、本計画では短期、中期、長期の期間設定

を行い、10 年間を一区切りとして本市の保有する施設において再配置の方向性を検討しますが、

現状に沿うように 10 年に一度の見直しを行います。また、平成 39 年（2027 年）以降の見直し

については本計画における短期・中期・長期を 1 期、2 期、3 期と設定し、一次見直しでは 1 期の

進捗状況を踏まえつつ、2 期・3 期の軌道修正を行い、二次見直しでは 2 期目までの進捗状況を踏

まえつつ 3 期目の軌道修正を行います。 

再配置計画での計画期間

短 期 中 期 長 期

平成 年度～平成 年度 平成 年度～平成 年度 平成 年度～平成 年度

再配置計画策定のロードマップ

４ 再配置計画で対象とする施設 

本市は、庁舎、小中学校、文化施設、スポーツ施設など多岐にわたる公共施設を保有しています。 

本計画では、市が所有する普通会計1の公共施設を対象とします。なお、普通会計における道路・

橋りょうなどの公共インフラを除きます。

                                           
1 普通会計とは、総務省が全国の自治体の財政状況を一定のルールに基づいて把握するための会計区分であり、本

市では、一般会計、公共用地先行取得事業特別会計、土地区画整理事業特別会計の合計となります。 

再配置計画

2017～2026
（H29～H38）

2027～2036
（H39～H48）

2037～2046
（H49～H58）

期 期 期

再配置
計画策定
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の把握

進捗状況
の把握
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の把握
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第１章 公共施設等総合管理計画における公共施設の現状と課題

１ 本章の目的 

本章では、本計画の上位計画である公共施設等総合管理計画での内容を改めて示し、本市の現状

と課題の再認識を行います。 

 

２ 人口動向 

昭和 55 年に 61,040 人だった市の人口（国勢調査）は、平成 7 年には 63,566 人と 15 年間

で 2,526 人増加（+4.1%）しましたが、これをピークに減少に転じ、平成 27 年には 54,187 人

と 20 年間で 9,379 人減少（▲14.8%）しました。 

また、年齢区分別の人口構成割合をみると、昭和 55年に全人口の 22.7%を占めていた年少人口

（15 歳未満）の割合が、平成 27年には 10.7%に縮小した一方で、昭和 55 年に全人口の 7.6%に

すぎなかった老年人口（65 歳以上）の割合は、平成 27 年には 31.1%を占めるに至っています。 

さらに、本市が平成 28 年 3 月に公表した「塩竈市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における

人口の将来展望では、平成 52 年の人口は 42,800 人、老年人口の割合は 38.1%になると推計し

ています。 

全国的に人口が減少し、少子高齢化が進んでいますが、本市においても同様であることを示して

います。 

 

図 本市全体の人口推移
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３ 公共施設の状況 

（１）公共施設の概況

平成 26 年度末時点で本市が保有する公共施設は 131 施設（総延床面積 186,314 ㎡）です。 

これらの施設を、総務省が用いる区分（大分類・中分類は総務省更新費用試算ソフトに準拠）や本

市の公共施設の実情に即した区分（小分類）により分類しました。 

表 公共施設の一覧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公共施設一覧の大分類・中分類は、総務省更新費用試算ソフト内の用途分類に準拠しました。 

※小分類は、総務省更新費用試算ソフト内の施設名称例を参考に分類しました。 

※複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しています。 

※老朽化度とは各類型における老朽化の度合いを指します。 

計算式：経過年数÷耐用年数＝１棟毎老朽化度 

（A 棟延床面積×A 棟老朽化度＋B 棟延床面積×B 棟老朽化度＋C 棟…）÷中分類延床面積合計 

＝中分類毎老朽化度 

 

会計名 大分類 中分類 小分類 施設数
延床面積

(㎡)

老朽化度

（％）

集会施設 集会所

文化施設 市民交流複合施設

公民館 公民館

図書館 図書館

博物館等 博物館等

体育館

プール

仮設施設（震災対応）

旅客ターミナル施設

小学校

中学校

幼保・こども園 保育所

子育て支援センター

児童館

放課後児童クラブ

高齢福祉施設 高齢者福祉施設

障害福祉施設 障害福祉施設

保健施設 保健センター

医療施設 医療施設 診療所・医療センター

庁舎等 庁舎

消防施設 消防団施設

その他行政系施設
その他行政系施設

（文書庫・倉庫）

公営住宅 公営住宅 市営住宅

公園 公園（施設） 公園・緑地（施設）

供給処理施設 供給処理施設 供給処理施設

公衆トイレ

駐車場・駐輪場

渡船待合所

霊園・墓地（施設）

倉庫

普通財産

―

普通会計

合計

スポーツ・

レクリエーショ ン系施設

産業系施設

スポーツ施設

産業系施設

市民文化系施設

社会教育系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

行政系施設

その他

学校

幼児・児童施設

その他
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なお、本市では、震災復興関連事業として平成 27 年度、平成 28 年度に大規模な施設（公営住

宅、魚市場、津波避難デッキ等）を建設しています。平成 27 年度、平成 28 年度に建設した主な

施設は下表の通りであり、整備した施設の延床面積は 31,286 ㎡です。これは、平成 26 年度末の

施設の延床面積の 16.8％にあたります。 

表 平成 年度、 年度に建設した主な施設の一覧

No. 施設名称 建築年度 延床面積（㎡） 

1 市営浦戸朴島住宅 平成 27 年度 432 

2 市営浦戸寒風沢住宅 平成 27 年度 824 

3 市営浦戸桂島住宅 平成 27 年度 324 

4 
市営清水沢東住宅 

（塩竈市清水沢東老人憩の家を含む） 
平成 28 年度 13,617 

5 市営北浜住宅 平成 28 年度 2,445 

6 市営錦町東住宅 平成 28 年度 5,477 

7 藤倉雨水ポンプ場増築分 平成 27 年度 719 

8 塩竈市魚市場 平成 27・28 年度 5,960 

9 港町地区津波避難デッキ 平成 28 年度 1,488 

 合計 31,286 
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（２）普通会計公共施設の年度別の設置状況

図 大分類別の建築年度別延床面積の推移

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の公共施設の整備状況を建築年度別に延床面積でみると、昭和 40 年（1965 年）から平成

10 年（1998 年）にかけて何年かおきに集中的に整備されています。旧耐震基準が適用されてい

た時期である昭和 55 年（1980 年）度以前に整備された施設は 57.8%にのぼり、大分類別に延

床面積でみると、学校教育系施設や公営住宅が多くを占めます。 

なお、市有の建築物は、防災上重要な拠点施設や多数の市民が利用する施設等の耐震化を優先的

に進めてきました。耐震化につきましては、耐震診断、建替え、耐震改修、除却などにより、防災

対策上の重要度を踏まえながら計画的に進めていきます。 

表 耐震化未実施の施設（平成 年度末）

大分類 施設名 

保健・福祉施設 塩竈市桜ケ丘老人憩の家 

供給処理施設 
塩竈市清掃工場 

伊保石リサイクルセンター 
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率

累
計

％

延
床
面
積

市民文化系施設 社会教育系施設 スポーツ・レクリエーション系施設 産業系施設

学校教育系施設 子育て支援施設 保健・福祉施設 医療施設

行政系施設 公営住宅 公園 供給処理施設

その他 整備率 (累計)

千㎡）

新耐震基準旧耐震基準
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４ 将来の更新費用 

（１）公共施設の将来の更新費用

図 ・ 建設施設を含む公共施設の更新費用試算

（注）管理計画は今後 年間の試算結果を掲載しています

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度末で本市が保有する普通会計の施設に、平成 27 年度及び平成 28 年度に建設した

災害復興等関連施設を考慮に入れた場合、耐用年数経過後に同じ規模（延床面積）で更新したと仮

定すると、平成 27 年度から今後 30 年間の更新費用の総額は 1033.5 億円で、1 年あたりの平均

更新費用は年間 34.5 億円と試算されました。 

過去 5 年間（平成 22 年度～平成 26 年度）の施設整備（新規整備・既存更新分）に係る投資額

の実績は、1 年あたりの平均額が 15.7 億円ですので、これまでの約 2 倍の費用がかかる試算とな

ります。 

 

※試算条件の詳細については、「塩竈市公共施設等総合管理計画」を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 30 年間にかかる 

更新費用総額 1033.5 億円 

（単年度あたり 34.5 億円） 

平成 27・28 年度に 

災害復興等関連施設として建設 本市の単年度施設整備費の
約 2 倍にあたります 
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５ 公共施設等の維持管理・修繕・更新等に係る経費と充当可能な財源の見込み 

歳入歳出の状況から公共施設等の維持更新に充当可能な金額を算出し、これを公共施設等の維

持更新に必要な金額と比較したものが下図になります。これによると、今後 30 年間で、公共施

設等の維持更新に必要な金額は 1,090 億円で、公共施設等の維持更新に充当可能な金額は 858

億円となり、232 億円の更新財源不足が見込まれます。 

図 必要な金額と充当可能な金額

   

 

 

 

 

 

 

 

 

上記金額が均衡する縮減率を算定した結果、概ね 24％が分岐点となるため、 

 

 

 

 

※試算条件の詳細、目標の設定については、「塩竈市公共施設等総合管理計画」を参照ください。 

2,600 

4,824 
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3,165 
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H23～H26 H27～H31 H32～H36 H37～H41 H42～H46 H47～H51 H52～H56

百万円

普通建設事業費（更新分 補助事業費及び単独事業費に限る）（年平均）

普通建設事業費（新規分 補助事業費及び単独事業費に限る）（年平均）

維持補修費（年平均）

公共施設等の維持更新に充当可能な金額（年平均）

推計実績

目標：公共施設を概ね 24%縮減します 

 

公共施設等の維持更新に必要な

金額 1,090 億円 

公共施設等の維持更新に充当可

能な金額 858 億円 ＜ 
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第２章 公共施設に対する市民アンケート調査

１ 本章の目的 

本章では、市民の意見を考慮するために実施したアンケートの調査結果を示し、市民が公共施設

についてどのような考えを持っているかを整理します。 

２ 調査概要 

（１）調査目的

本計画の策定にあたり、市民の公共施設の利用状況を確認し、市民ニーズに合った施設の規模や

配置とすることを目的として実施しました。 

（２）調査期間

発送日 ：平成 29 年 8 月 30 日 

回収期限：平成 29 年 10 月 6 日 

（３）調査対象

市民（平成 29 年 6 月 30 日現在の住民基本台帳登録者のうち、満 18 歳以上の塩竈市民（ただ

し外国人を除く））の中から、2,000 人を無作為抽出しました。 

（４）配布・回収

郵送による配布・回収。 

配布数：2,000 通 有効回答数：814 通 回収率：40.7% 

３ 設問一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 回答していただくあなた自身についてお伺いします。

問1 あなたの性別をお聞かせください

問2 あなたのご年齢をお聞かせください

問3 ご職業などの状況をお聞かせください

問4 あなたは、塩竈市にお住まいになって何年になるかをお聞かせください。

問5 あなたの家族構成をお聞かせください。

問5-a 問5で３・４・５とお答えした方にご質問します。中学生以下の子どもの有無

問6 あなたのお住まいの町名をご記入ください。（例：青葉ケ丘、旭町など）

問7 あなたは市内の移動には主に何を使いますか。最も使用するものを一つお選びください。

Ⅱ あなたの公共施設の利用状況についてお伺いします。

問8
最近1年間の塩竈市内の公共施設の利用状況を選択してください。(注)ご家庭で利用されて
いる場合も含みます。

問9
問8において、「4.利用していない」を選択した公共施設についてお聞きします、その公共
施設を利用していない理由を選択してください。

Ⅲ 今後の公共施設の考え方についてお伺いします。

問10
あなたが、将来にわたって必要な公共施設を以下の選択肢より5つまで選び、数字に丸をつ
けてください。

問11 市の公共施設の現状や課題について、どのくらい関心をお持ちですか。

問12
今後の公共施設の考え方について、あなたの考え方に最も近いものを一つ選んでくださ
い。

問13 あなたは、今後の公共施設の整備や施設の考え方について、どのように考えますか。

問14 今後の公共施設に関する取り組みについて、ご意見があればお聞かせください。
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４ アンケート結果 

（１）公共施設の利用状況

図 分類別の公共施設の利用状況（ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設利用頻度が比較的高い「よく利用している（週 1 回以上）」「利用している（月 1 回以上）」

という回答者の割合が最も多い分類は、図書館の 10.5％であり、2 番目は市民交流複合施設の

8.0％です。 

「利用していない」という回答者の割合が最も多い分類は、障害福祉施設の 96.8％であり、2

番目は高齢者福祉施設の 96.3％です。 
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（２）今後の公共施設の考え方

図 市の公共施設の現状や課題への関心（ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の公共施設の現状や課題について、「大変関心がある」と「少し関心がある」回答者を合わせる

と 52.0％であり、半数以上が公共施設へ関心を寄せていることがわかります。 

一方で、「関心がない」回答者の割合は 6.5％であり、「あまり関心がない」回答者の割合は 18.5％

です。 

図 今後の公共施設の考え方について（ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の公共施設の考え方について、最も多い考え方は「施設総量や維持管理方法等を見直すべき」

が 44.9％であり、2 番目は「わからない・意見なし」が 19.5％です。 

また最も少ない考え方は「その他」が 2.7％であり、2 番目は「公共施設はまだ不足しており、

増やすべきである」が 7.5％です（無回答を除く）。 

 

施設数や維持管理方法などを見直すべきである

現状の公共施設を維持し続けるべきである

公共施設はまだ不足しており、増やすべきである

わからない・意見なし

その他

無回答

大変関心がある

少し関心がある

どちらともいえない

あまり関心がない

関心がない

無回答

14.0%

38.0%

19.3%

18.5%

6.5%

3.7%
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（３）今後の公共施設の整備や施設の考え方への意向

図 今後の公共施設の整備や施設の考え方（ ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設の整備や考え方に対し、50％以上の回答者が「そう思う」または「どちらかといえばそ

う思う」と感じたのは、「A 同じような施設であまり利用されていない公共施設は廃止又は縮小す

る」、「B 公共施設の統廃合によって施設の総量や維持更新費を減らす」、「D 建替えや管理運営

に民間のノウハウや資金を活用する」、「E 現在の公共施設を計画的に改修するなどして、できる

だけ長い間使用する」、「H 今後、公共施設の建替えなどに多額の費用が必要になる時に備え、計

画的に基金（貯金）を蓄える」、「I 利用していない土地や施設を売却、賃借して収入を得る」とな

ります。 

「どちらかといえばそう思わない」または「そう思わない」と感じた回答者の方が多かったのは

「F 運営内容や運営時間など、サービスの水準を引き下げ、コストを削減する」、「J 公共施設の

使用料などを引き上げる」となります。 

 

  

Ａ 同じような施設であまり利用されていない公共施設

は廃止又は縮小する 

Ｂ 公共施設の統廃合によって施設の総量や維持更新費

を減らす 

 

Ｃ 地域活動に密着した施設は、地域が所有し維持管理な

どの運営を行う 

 

Ｄ 建替えや管理運営に民間のノウハウや資金を活用する 

Ｅ 現在の公共施設を計画的に改修するなどして、できる

だけ長い間使用する 

 

Ｆ 運営内容や運営時間など、サービスの水準を引き下

げ、コストを削減する 

Ｇ 公共施設を減らす代わりに民間施設（会議室、スポー

ツ施設など）の使用料を助成する 

Ｈ 今後、公共施設の建替えなどに多額の費用が必要にな

る時に備え、計画的に基金（貯金）を蓄える 

Ｉ 利用していない土地や施設を売却、賃借して収入を得

る 

Ｊ 公共施設の使用料などを引き上げる 

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない わからない 無回答
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第３章 公共施設の再配置について

１ 本章の目的 

本章では、本計画における対象施設や再配置の基本方針、方向性決定までの流れなどを示し、再

配置を進めていく上での基本的な考え方を整理します。 

２ 再配置の対象施設 

本計画の対象施設は、平成 28 年度末時点で本市が保有する 139 施設（総延床面積 210,562

㎡）です。これらの施設を、総務省が用いる区分（大分類・中分類は総務省更新費用試算ソフトに

準拠）や本市の公共施設の実情に即した区分（小分類）により分類しました。 

表 対象施設一覧

※公共施設等総合管理計画策定以後の施設の統廃合も本計画にて網羅するため、仮設施設（震災対応）については

平成 28 年度までに廃止された施設を含みます。（公営事業会計施設、インフラについては対象外とします。） 

※複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しています。 

会計名 大分類 中分類 小分類 施設数
延床面積

(㎡)

老朽化度

（％）

集会施設 集会所

文化施設 市民交流複合施設

公民館 公民館

図書館 図書館

博物館等 博物館等

体育館

プール

仮設施設（震災対応）

旅客ターミナル施設

漁業等後継者育成施設

小学校

中学校

幼保・こども園 保育所

子育て支援センター

児童館

放課後児童クラブ

高齢福祉施設 高齢者福祉施設

障害福祉施設 障害福祉施設

保健施設 保健センター

医療施設 医療施設 診療所・医療センター

庁舎等 庁舎

消防施設 消防団施設

その他行政系施設
その他行政系施設

（文書庫・倉庫）

公営住宅 公営住宅 市営住宅

公園 公園（施設） 公園・緑地（施設）

供給処理施設 供給処理施設 供給処理施設

公衆トイレ

駐車場・駐輪場

渡船待合所

霊園・墓地（施設）

倉庫

―

普通会計

合計

スポーツ・

レクリエーショ ン系施設
スポーツ施設

市民文化系施設

社会教育系施設

その他 その他

行政系施設

保健・福祉施設

子育て支援施設

学校教育系施設

産業系施設 産業系施設

学校

幼児・児童施設
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３ 再配置の基本方針 

公共施設白書及び公共施設等総合管理計画における公共施設に関する現況と課題を踏まえ、公共

施設の再配置を検討するに当たっての全体的な方針として、以下の基本方針を定めました。

４ 方向性決定までの流れ 

 計画では上記の基本方針に沿って、施設類型別の再配置案や施設ごとの方向性を示しています。

なお、方向性の決定に当たっては、公共施設の現状を把握することから始まり、それぞれの施設を

客観的に把握する一次評価、数値では表せない「性質」を考慮する二次評価を行い市の素案をまと

めました。 

その後、素案をもとに有識者審議会による審議や町内会説明会及び施設利用団体との意見交換会

を踏まえ方向性の修正を行っており、まちづくりの視点、多様化する市民ニーズへの対応などを考

慮し、現段階における施設ごとの方向性をまとめました。 

  

施設総量の最適化

財政負担の縮減を目指し、公共施設総量の最適化を図ります。原則として、新規施設の整備に

よらず、既存施設の有効活用を第一に考えます。

行政サービス水準の維持・向上

公共施設総量の最適化により施設量が削減されたとしても、効率的な行政サービス提供のあり

方を検討し、行政サービスの水準は、維持・向上するように努めます。

公共施設の安全・安心を確保

いつ、どの公共施設も安全・安心に市民の皆様がご利用いただけるように、耐震化や老朽化等

の対策を万全に行い、公共施設の安全・安心の確保に向けた最大限の取組を進めていきます。 

基 本 方 針

施設の現状把握 一次・二次評価 方向性決定

公共施設の現状把握 施設評価 方向性の検討

公共施設白書及び、公共

施設等総合管理計画に

て整理した情報に加え、

市民アンケートや一次評

価、二次評価の為の情報

などを追加調査し、施設

の現状把握を行いました。

一次評価では、定量的な

項目を、施設のソフトと

ハードの２つの観点から

定量的な評価を行い、二

次評価では数値では表

せない「性質」を含めた定

性的な評価を行いました。

一次評価・二次評価の施

設評価や各種会議の意

見反映を踏まえ、将来の

人口動向や目指すまちづ

くり等を考慮し、現段階の

施設ごとの方向性をまと

めました。

計画への意見反映

各種会議の意見反映

市で作成した素案をもと

に有識者審議会からの

答申内容や町内会説明

会及び施設利用団体と

の意見交換会を踏まえ、

再配置の方向性の修正

を行いました。
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５ 再配置の方向性 

施設ごとの再配置の方向性については、統合、複合、転用、譲渡、解体、維持という大きく６つ

の中から検討を行っております。（図３ １）。

また、各方向性を選択した場合の費用対効果がどれくらいあるのかを把握する必要があるため、

以下の表に示すように、各方向性において削減できるコストを整理しました（表３ ２）。

図 再配置の方向性イメージ

再配置の方向性 取組前 取組後

統合（移転）
統合（集約）

集会所 コミュニティセンター コミュニティセンター

統合（新設）

集会所 コミュニティセンター 新コミュニティセンター

複合（移転）
複合（集約）

庁舎出張所 福祉センター 複合施設

複合（新設）

生涯学習センター 図書館 複合施設

転用

学校 産業系施設

譲渡

集会所 集会所

解体

公民館

維持

機能の類似する
施設を統合・新設

機能の類似する
施設を統合
（片方を廃止）

機能の異なる
施設を集約・新設

機能の異なる施設
を集約（片方を廃
止し、余剰スペー
スへ機能統合）

利用目的を変更

統合（移転） 統合（集約） 統合（移転） 統合（集約）

統合（新設） 統合（新設） 統合（新設） 統合（新設）

複合（移転） 複合（集約）
複合（移転）

複合（集約）

複合（新設） 複合（新設） 複合（新設） 複合（新設）

廃止して取壊し

所有権を民間・
地域等へ譲渡

大規模改修や建替
等、更新をして維持

公 民
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表 再配置の方向性

※○・・・今後もコストがかかることを示しています。 

※×・・・廃止時点でコストがかからなくなることを示しています。 

※廃止は市として管理しないことを意味し、譲渡など取り壊しを行わないものも含まれます。 

 

６ まちづくりの視点や関連計画等との整合性 

公共施設再配置計画を実行性のあるものとするためには、単に公共施設の枠内のみで考えるので

はなく、市内の民間施設や公共交通機関等の現状も併せて検討する「まちづくりの視点」が重要と

なります。 

そして、これらの要素を取り入れた検討を行うためには、長期総合計画など市の将来構想やまち

づくりに関係する既存の計画との整合性にも配慮した計画の策定が求められます。

 今後、再配置計画に示した方向性を基に個別施設計画を策定していく際には、長期総合計画や都

市マスタープランなど、上位・関連計画を受けて、将来のまちのビジョンとの整合性を図りながら

検討していきます。また、今後の社会情勢や経済状況等の変化を見据えて、本計画については柔軟

な見直しを行っていくこととします。  

方向性 説明 ソフト ハード
事業
運営費

維持
管理費

建替費
大規模
改修費

取壊費

統合（移転） 同一機能を持つ他施設への移転 継続 廃止 ○ × × × ○

統合（集約） 同一機能を持つ他施設を受入 継続 継続 ○ ○ ○ ○ ×

統合（新設） 同一機能同士で新施設へ移転 継続 新設 ○ ○ ○ ○ ×

複合（移転） 異なる機能を持つ他施設への移転 継続 廃止 ○ × × × ○

複合（集約） 異なる機能を持つ他施設を受入 継続 継続 ○ ○ ○ ○ ×

複合（新設） 異なる機能同士で新施設へ移転 継続 新設 ○ ○ ○ ○ ×

転用 施設の設置目的を変更（用途変更） 廃止 継続 × ○ ○ ○ ×

譲渡
施設等の所有権を民間・地域等へ
譲渡（有償又は無償）

廃止 廃止 × × × × ×

解体 廃止して取壊し 廃止 廃止 × × × × ○

維持 継続して運営 継続 継続 ○ ○ ○ ○ ×
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第４章 公共施設の一次評価

１ 本章の目的 

本章では、再配置の方向性を検討する第一段階として実施した定量的な評価の手法と結果を示し、

各施設の現状を整理します。 

２ 一次評価手法について 

公共施設の再配置に当たっては、客観的に各施設の状況を評価した上で、どの施設をどのような

方法で再配置していくかを検討する必要があります。 

一次評価では、施設のサービスの観点（ソフトの軸）と、建物の観点（ハードの軸）の二つの軸

に分け、各施設の状況を定量的に評価し施設ごとに点数付けを行いました。 

点数化した結果を下図に照らし合わせ、4 象限のどこに配置されるかで今後の公共施設の方向性

を検討する基礎情報としました。 

【施設評価分類】

サービス（ソフト）評価

縦軸で利用率や公費負担などによって評価

建物（ハード）評価

横軸で老朽化状況や設備状況などによって評価 

検討
（移転・建替）

維持
（適正管理）

検討
（譲渡・転用）

廃止
（譲渡・廃止）

サービス評価

（ソフト）

建物評価

（ハード）

高

低

高低
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① サービス（ソフト）の評価項目 

以下の 4 つの項目でサービス（ソフト）面を評価します。 

評価項目 考え方

法定事業か

自主事業か

施設で実施する事業には、法定事業と自主事業があります。法定事業は、国としての

重要度が高いと判定されているものが多いことや、市の判断で事業を廃止できないた

め、必要度は高いと評価します。

ただし、法定事業であっても、施設を使って実施しなければならないのかといった観

点や供給量が多いという観点で見直しを行う余地もありえるため、法定事業を実施す

る施設も再編の対象となることがあります。

対象者が

市民中心か

施設で提供するサービスの対象は大きく分けて市民か市民以外（旅行客など）に分け

られます。市民以外に向けたサービスは、地域振興の観点からの一定の意義はありま

すが、厳しい財政状況の中、最後に残すべきものは市民にとっての必須のサービスと

なります。そのため、対象者が市民中心であるほど、必要度は高いと評価します。

利用率
利用率が高い場合には、施設利用者への影響が大きくなります。そのため、利用率が

高いほど、必要度は高いと評価します。

（キャッシュ・

フロー）

キャッシュ・フローとは、施設の運営維持・管理に要するコスト （減価償却費を含ま

ない）から収入を引いたものです。キャッシュ・フローが多額である場合には、施設

を運営、維持管理することによる公費負担が大きい為、負担軽減の観点からは早期見

直しをするべき施設となります。

そのため、キャッシュ・フローが分類の平均よりも少ないほど、サービス評価は高い

とします。

 

サービス（ソフト）面の各項目の配点は以下の通りです。 

評価項目

配点（ ） 重付

係数

（ ）

評価点

満点

（ × ）
点 点 点 点 点

法定事業か

自主事業か
－ 自主事業 － － 法定事業

対象者が

市民中心か

市民の割合が

割未満 割以上 割以上 割以上 割以上

利用率

分類毎に年間利用者数１人あたりの㎡数平均より

％以上 ％以上 ± ％ ％未満 ％未満

（キャッシュ・

フロー）  

分類毎に年間利用者数１人あたりの 平均より

％以上 ％以上 ± ％ ％未満 ％未満

計 ―

 

                                           
2 評価に使用したコストは平成 28 年度の実績値です。 
3 利用者数を把握していない施設は「3 点」と判定します。 
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② 建物（ハード）の評価項目 

以下の 5 つの項目で建物（ハード）面を評価します。 

評価項目 考え方

老朽化度

老朽化度とは、建物の法定耐用年数に対して築後の経過年数の割合を表す指標です。

老朽化度が ％に近い、または ％を超えている場合には、施設の利用可能期間の

限界が近いと考えられます。そのため、老朽化度が低いほど、建物評価は高いとします。

耐震性能
耐震性能は、建物の耐震化の状況を表したものです。

新耐震基準や耐震改修済みの建物ほど、建物評価は高いとします。

維持管理費
施設の維持・管理に要するコスト を評価します。

維持管理費が分類の平均よりも少ないほど、建物評価は高いとします。

バリアフリー

対応

バリアフリーに対応した設備である「身障者用トイレ」「自動ドア」「手すり」「点字ブ

ロック」「スロープ」「エレベータ」の つの設置状況を評価します。

つのうち設置設備が多いほど、建物評価は高いとします。

防災対応

災害時の対応設備である「電力供給設備」「通信設備」「給水設備」「空調設備」「備蓄倉

庫」の つの設置状況を評価します。

つのうち設置設備が多いほど、建物評価は高いとします。

一次評価では、複数建物がある場合は、代表的な建物（棟）に対しての評価を施設の評価として

います。 

建物（ハード）面の各項目の配点は以下の通りです。 

評価項目

配点（ ） 重付

係数

（ ）

評価点

満点

（ × ）
点 点 点 点 点

老朽化度 ％以上 ％以上 以上 ％以上 未満

耐震性能

旧耐震基準 新耐震基準

耐震診断

問題あり

未実施

－
耐震診断

不要

耐震改修済

耐震診断

問題なし

年度

以降

維持管理費

分類毎に㎡あたりの維持管理費平均より

％以上 ％以上 ± ％ ％未満 ％未満

バリアフリー

対応

対応設備 項目中

対応設備

なし
項目 項目 ～ 項目 項目以上

防災対応

対応設備 項目中

対応設備

なし
項目 項目 項目 項目以上

計 ―

③ 重付係数の設定根拠 

                                           
4 評価に使用したコストは平成 28 年度の実績値です。 
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項目 重要順 事由

ソ
フ
ト

法定事業か

自主事業か

設置義務のあるものは市で対処できるものに限りがあるものの、何ら

かの対策を実施することが必要です。しかし、利用率や と比較する

と重要性は下がるため、重要順を 番目とします。

対象者が

市民中心か

施設の縮減を検討する中で、市民が利用していることは重要ですが、

他の項目よりも優先度は低いと考えられることから、重要順は 番目

とします。

利用率

利用率の高い施設は今後も継続することが望まれるとともに費用対効

果を超えた検討（採算が合わなくても利用者が多いため、行政サービ

スとして保持すべきかどうかを検討する）が必要です。また市民アン

ケートにて、あまり利用されていない施設の廃止等への賛同の意見が

比較的多かったことから重要順を 番目とします。

（キャッ

シュ・フロ

ー）

財政状況が芳しくない状況であるため、サービス提供の視点は重要視

しながらも、当該施設でサービスを提供する場合にかかるコストや得

られた収入の状況による経営状態が健全であるかどうかは利用率の次

に重要となるため重要順を 番目とします。

ハ
ー
ド

老朽化度
建物の老朽度合は利用者の安全に関わるため、重要順を 番目としま

す。

耐震性能

建物の健全性に関わる重要な事項ですが、 年以上前である 年

以降に建てられた施設であれば新耐震基準となっており、それ以前の

施設でも耐震化工事が概ね完了しているため、重要順は 番目としま

す。

維持管理費

施設の維持にどれだけの費用がかかっているかは、今後施設を持ち続

ける上で重要な観点であるとともに、市民アンケートにて統廃合によ

って総量や維持更新費を減らすという意見への賛同が比較的多かった

ことから、重要順を 番目とします。

バリアフリ

ー対応

全ての市民が使用できるようにすることは重要な事項ですが、安全性、

経済性等の観点で見たときには、他の項目よりも比較的優先度は低い

と考えられることから、重要順を 番目とします。

防災対応

災害時にも機能するかどうかという点は重要ですが、そもそも緊急時

に倒壊するような老朽化している施設や、維持管理費が割高で改修が

出来ていない施設であれば、防災設備があっても使用機会が限られる

ため、重要順を 番目とします。
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３ 一次評価結果 

図 一次評価結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 一次評価を行った結果、施設数では C 評価が最も多く 59 施設、B 評価が最も少なく 17 施設と

なりました。延床面積においても C 評価が最も多く 76,826 ㎡となり、最も少なかったのは D 評

価の 29,828 ㎡という結果となりました。 

 施設数、延床面積ともに C 評価が最も多く、サービスは良いけれどもハードの状態が悪い施設が

多い傾向にあることが分かります。 

※平成 27、28 年度で既に廃止された震災の仮設施設等 3,563 ㎡は一次評価の対象外としていま

す。 

※各施設の一次評価結果は、巻末の付属資料２「施設類型分類別の一次評価結果」参照 
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第５章 公共施設の二次評価

１ 本章の目的 

本章では、定量的な評価である一次評価を受けて、第二段階として実施した定性的な評価の手法

と結果を示し、考慮すべき事項を踏まえた各施設の現状を整理します。 

２ 二次評価手法について 

施設の方向性を決めるには一次評価で実施した数値による分析だけではなく、施設ごとの特性や

各種計画における指針など数値では表せない施設の「性質」を含めて決定する必要があります。 

二次評価では避難所としての位置付けやサービスの代替性などを考慮しつつ、施設ごとに評価を

行いました。また、その他勘案すべき項目として、運営見直しに関する方向性などについても整理

を行いました。 

 

確認項目 内容 

二次評価の判定に使用した項目 

一次評価結果 一次評価におけるハード評価の高さ 

避難所指定 災害が発生した際の避難所として指定されているかどうか 

社会ニーズとの適合性 
社会ニーズの変化に対する、現在のサービスの効果や効率性

の状況 

サービスの代替性 近隣の代替施設（国、県、民間含む）の有無 

判定には使用しないが勘案すべき項目 

運営見直しに関する方向性 各種制度の導入や、コストの見直しなどの検討の有無 

その他 
地域への譲渡の予定や文化財登録の予定といった個別の施設

事情 
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調査内容を評価する際には一次評価の結果に応じ、フローチャートを基に実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロー判断項目 判断基準 

避難所指定 当該施設が避難所指定されているかどうかを判断。 

社会ニーズとの適合性 社会ニーズとの適合性を総合的に勘案して判断。 

代替サービス 代替できる施設もしくはサービスがあるかを判断。 

ハードの評価

が高い施設の

場合

ハードの評価

が低い施設の

場合

フローチャート１
A評価（ソフト：○ ハード：○）
B評価（ソフト：☓ ハード：○）

有

社会ニーズ
との適合性

転用・譲渡・貸付
など

継続
（避難所機能移転

の検討）

有

継続
他施設を統合・複合化

代替サービス

避難所指定

有 転用・譲渡・貸付
など

無

無

無

START

フローチャート２
C評価（ソフト：○ ハード：☓）
D評価（ソフト：☓ ハード：☓）

有

社会ニーズ
との適合性

廃止

継続
（避難所機能移転

の検討）

有

継続

他施設への統合・複合化
または改築（建替え・大
規模改修・縮小）

代替サービス

避難所指定

有
廃止

無

無

無

START
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３ 二次評価結果 

表 二次評価結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二次評価を行った結果、施設数では「他施設への統合・複合化または改築」を検討できるものが

最も多く 63 施設、「他施設を統合・複合」することを検討できるものが最も少なく 16 施設となり

ました。面積で見ると「継続」が最も多く 87,829 ㎡、「他施設を統合・複合」が最も少なく 15,656 

㎡となりました。 

以上より、各評価における施設数／延床面積の視点で分析すると比較的施設規模の小さい施設に

ついては、より施設規模の大きい施設へと集約していくことが望ましい傾向となったことが分かり

ます。 

表 一次評価と二次評価のクロス集計結果

 

 

 

 

 

 

二次評価結果と一次評価の結果をクロスで集計してみると、一次評価では D 判定となった施設で

あっても継続という判定になる施設もあるため、一次、二次評価結果を踏まえ、個々の施設を詳細

に見定めた上で、将来の方向性を検討する必要があります。

※各施設の二次評価結果は、巻末の付属資料２「施設類型分類別の二次評価結果」参照  

二次評価 施設数  延床面積（㎡）

継続（避難所移転の検討）

他施設への統合・複合化
または改築（建替・改修・縮小）

他施設を統合・複合

転用・譲渡・貸付など

廃止

総計

二次評価

一次評価 施設数
延床面積

（㎡）
施設数

延床面積
（㎡）

施設数
延床面積

（㎡）
施設数

延床面積
（㎡）

施設数
延床面積

（㎡）
施設数

延床面積
（㎡）

A (適正管理)

B(譲渡・転用)

C(移転・建替)

D(譲渡・廃止)

廃止済み

総計

総計
継続

（避難所移転の検討）

他施設への統合・
複合化または改築
（建替・改修・縮小）

他施設を統合・複合 転用・譲渡・貸付など 廃止
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第６章 個別施設計画に向けた再配置案

１ 本章の目的 

本章では、一次評価・二次評価などの施設評価を踏まえた市の素案をもとに、有識者審議会から

の答申や町内会、施設利用団体からのご意見を踏まえ施設類型別の再配置案や施設ごとの方向性を

まとめています。 

２ 施設類型別の再配置案 

施設類型別の再配置案については、今後、目指すべき施設類型別の全体方針をまとめています。

また、施設ごとの方向性については、短期・中期・長期に分けた実施予定時期や方向性の考え方に

ついてまとめています。 

なお、施設類型別の再配置案や各施設の方向性については、現段階における案としてまとめたも

のであり、最終的な内容については、今後、策定予定の個別施設計画に基づき決定していきます。 

【図・表例とデータの見方】 

◆ 今後の施設再配置における具体的にいつ、どのような対応をするかの方向性を表示しています。

① 施設の名称を表示しています。

② 施設の延床面積を表示しています。

③ 施設内の主要な建物の建築年度を表示しています。

④ 一次評価の結果を表示しています。

⑤ 二次評価 の結果を表示しています。

⑥ 施設の再配置について、現状を考慮した上で、短期・中期・長期のどの時期にどのような方向性で対応して

いく予定かを表示しています。（原則耐用年数が到来する時期にどうするかを表示しています。）

★設定した方向性の内容については次ページの表の通りです。

⑦ 示した方向性を実現するためにどのような考え方で検討などをしていくかを文章で表示しています。

⑧ 施設の属する小分類名を表示しています。

                                           
5 ④・⑤における一次・二次評価はあくまでも検討を行うための参考であるため、最終的に導き出す再配置の考え

方と結果が異なる場合があります。 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

再配置の考え方

○○中央集会所 D(譲渡・廃止)
転用・譲渡・貸

付など 譲渡

建物の更新等を含めた地区への譲渡
を行う。

○○市公民館 A(適正管理)
他施設を統合・

複合 維持

施設運営の見直しを行いながら、継続
して運用していくが、○○年度までに
状況の改善が見込めない場合は廃止
等を踏まえて検討を行う。

○○図書館 C(更新・移転) 廃止
複合
（新設）

図書館機能は、○○子育て支援セン
ターの中へと複合化を行い、子育てに
関する書籍の充実化などを図り連携を
強化する。
現在の建物は○○年に取り壊しを実
施する。

集会施設

図書館

方向性の考え方

① ② ③ 

⑧ 

④ ⑤ ⑥ ⑦ 
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【再配置の方向性イメージ】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【再配置の方向性とコストの関係】

※○・・・コストがかかることを示しています。 

※×・・・廃止時点でコストがかからなくなることを示しています。 

※廃止は市として所有しないことを意味し、譲渡など取り壊しを行わないものも含まれます。 

※一部解体の場合は延床面積でコストを按分し、削減分のコストがかからないものとします。

再配置の方向性 取組前 取組後

統合（移転）
統合（集約）

集会所 コミュニティセンター コミュニティセンター

統合（新設）

集会所 コミュニティセンター 新コミュニティセンター

複合（移転）
複合（集約）

庁舎出張所 福祉センター 複合施設

複合（新設）

生涯学習センター 図書館 複合施設

転用

学校 産業系施設

譲渡

集会所 集会所

解体

公民館

維持

機能の類似する
施設を統合・新設

機能の類似する
施設を統合
（片方を廃止）

機能の異なる
施設を集約・新設

機能の異なる施設
を集約（片方を廃止
し、余剰スペースへ
機能統合）

利用目的を変更

統合（移転） 統合（集約） 統合（移転） 統合（集約）

統合（新設） 統合（新設） 統合（新設） 統合（新設）

複合（移転） 複合（集約）
複合（移転）

複合（集約）

複合（新設） 複合（新設） 複合（新設） 複合（新設）

廃止して取壊し

所有権を民間・
地域等へ譲渡

大規模改修や建替
等、更新をして維持

公 民
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（１） 集会施設 

【再配置案】

集会所は町内会との合意形成を図りながら、譲渡・転用を行っていきます。なお、譲渡

の方法や時期、補助制度等については、今後、個別施設計画を策定していく中で各集会所

の状況を踏まえながら具体的な検討を行っていきます。 

表 集会施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
吉津集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
梅の宮集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
今宮町集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
赤坂中央集会
所

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
赤坂集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
泉沢集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

集会所
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
花立集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
玉川集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
中の島二又
集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
後楽地区
集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
錦町集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
港町集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

転用

現在、町内会の解散により集会
所としての機能はなくなってい
るが、今後、利用目的などを検
討し他の用途へ転用を図る。

塩竈市
みのが丘
集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
袖野田集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
牛生集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
石堂集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
新浜町集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
藤倉中央
越の浦集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
清水沢団地
集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
尾島町集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
栄町集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
まがき集会所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
楓町集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
青葉ケ丘
集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
松陽台集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
伊保石清水沢
1区集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
花立第2集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
千賀の台
集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
玉川中央
集会所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
赤坂集会施設

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
本梅の宮
集会施設

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。

塩竈市
しおり台集会所

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 譲渡

地域コミュニティ活動の基本とな
る施設であることから施設廃止
は行わず、利用主体である町内
会への譲渡を行う。なお、市に
よる建替えは行わないが補助
制度等の支援は継続していく。
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（２） 文化施設 

【再配置案】

市民交流センター、ふれあいエスプ塩竈とも施設運営見直しや複合化を検討しながら、

文化施設としての機能は維持していきます。 

表 文化施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

市民交流
センター

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

中心市街地における市民の交
流と学習活動の拠点施設として
今後も施設を維持しながら、施
設の利便性向上のため駐車場
の確保や公共交通機関との連
携強化なども検討していく。
また、維持管理を効果的・効率
的に行うため施設運営の見直し
を行う。

ふれあい
エスプ塩竈

A (適正管理)
他施設を統

合・複合

複合
（集約）

子どもから高齢者まで遊び・学
び・交流できる生涯学習施設と
して今後も施設を維持する。
また、隣接する公民館について
はふれあいエスプ塩竈に複合
（集約）することを検討している
ため、生涯学習の活動の場とし
て他の公共施設の利活用につ
いても併せて検討していく。

市民交流複合施設
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（３） 公民館 

【再配置案】

塩竈市公民館は老朽化が進んでおり、ふれあいエスプ塩竈との複合化を検討していきま

す。また、塩竈市公民館本町分室は、未耐震建築物であるため安全性に考慮した検討を進

めていきます。 

表 公民館の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市公民館 B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討）

複合
（移転）

地域住民の学習拠点・市民活
動の場として重要な施設である
が、施設の老朽化が進んでいる
ため隣接するふれあいエスプ塩
竈との事業調整を踏まえ、複合
（移転）を検討する必要がある。
併せて、活動の場として他の公
共施設の利活用についても検
討していく。

塩竈市公民館
本町分室

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討） 維持

平成 年に美術館の開館に併
せ大規模修繕を実施しており、
今後も市民活動の場として施設
を維持する。なお、歴史的建造
物として市の文化財に指定され
ていることから、未耐震建築物
であるため、今後、安全対策の
検討が必要である。

公民館
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（４） 図書館 

【再配置案】

図書館は基本的に現状維持としますが、施設運営の見直しを行い、最適な図書館運営を

検討していきます。 

表 図書館の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市民
図書館

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 維持

中心市街地における市民の交
流と学習活動の拠点施設として
今後も施設を維持しながら、施
設の利便性向上のため駐車場
の確保や公共交通機関との連
携強化なども検討していく。
また、維持管理を効果的・効率
的に行うため施設運営の見直し
を行う。

図書館
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（５） 博物館等 

【再配置案】

杉村惇美術館は公民館本町分室との複合施設となっており、同じく未耐震建築物である

ため安全性に考慮した検討を進めていきます。 

表 博物館等の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

杉村惇美術館 C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

平成 年に美術館として開館し
た施設であることから今後も施
設を維持する。なお、歴史的建
造物として市の文化財に指定さ
れていることから、未耐震建築
物であるため、今後、安全対策
の検討が必要である。

博物館等
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（６） スポーツ施設 

【再配置案】

スポーツ施設のうち、塩竈市体育館は老朽化が進行しているため大規模改修を検討して

いきます。 

塩竈市温水プールは、譲渡を検討していきます。 

表 スポーツ施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市体育館 B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討） 維持

市民のスポーツ振興を図る施設
として今後も施設を維持しなが
ら、収益性向上のため積極的な
大会誘致やスポーツ以外の多
目的な利用について検討を行
う。なお、施設及び設備等の老
朽化が進行していることから、
大規模改修の検討が必要とな
る。

塩竈市
温水プール

B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討） 譲渡

現在の施設サービス水準を維
持しつつ、更なる利用者の増
加・利便性向上の手法として民
間譲渡の検討を行っていく。な
お、施設及び設備等の老朽化
が進行していることから、譲渡
に向けて計画的に改修する必
要がある。

プール

体育館
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（７） 産業系施設 

【再配置案】

仮設施設（震災対応）のうち多くは平成 27～28 年度中に撤去されています。塩竈市浦

戸地区仮設施設は譲渡を進めていきます。 

旅客ターミナルであるマリンゲート塩釜は、テナントの誘致や施設の改装など運営見直し

を図っていきます。 

寒風沢ステイステーション及び桂島ステイステーションは旧小学校を改築し、漁業等後

継者育成施設として整備しました。避難所機能を考慮した上で体育館の解体を検討します。 

表 産業系施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

しおがま･みなと
復興市場

― ― ― ― ― ―

しおがま本町･
くるくる広場

― ― ― ― ― ―

塩竈市
新浜町地区
仮設施設

― ― ― ― ― ―

塩竈市
浦戸地区
仮設施設

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 譲渡

浦戸地区の水産加工処理施設
として活用されており、今後は
宮城県漁業協同組合浦戸支所
への譲渡を予定している。

塩竈市浦戸
寒風沢地区
仮設施設

― ― ― ― ― ―

仮設施設（震災対応）
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

マリンゲート
塩釜

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 維持

市営汽船、観光船の旅客ターミ
ナル施設として今後も施設を維
持する。なお、施設運営につい
ては指定管理者制度を導入し
ており、今後も施設の機能向上
のため施設の改装やテナント誘
致活動を計画的に進めていく必
要がある。

寒風沢
ステイ
ステーション

B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

旧浦戸第一小学校を平成 年
に大規模改修を実施した施設で
あり漁業等後継者育成施設とし
て今後も施設を維持する。ただ
し、併設する体育館については
避難所機能を校舎側に移転す
ることにより解体を検討する。

桂島
ステイ
ステーション

B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

旧浦戸第二小学校を平成 年
に大規模改修を実施した施設で
あり漁業等後継者育成施設とし
て今後も施設を維持する。ただ
し、併設する体育館については
避難所機能を校舎側に移転す
ることにより解体を検討する。

漁業等後継者育成施設

旅客ターミナル施設
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（８） 学校 

【再配置案】

学校施設は地域コミュニティの拠点施設として位置づけ、今後も施設自体を維持しなが

ら、地域特性や個別施設の状況を勘案するとともに、児童生徒数の減少など将来的な見通

しを踏まえ、一部校舎の解体などにより規模縮小を基本に検討を進めていきます。そのう

えで、空き教室などについて他の用途への転用など、有効活用策についても検討していき

ます。 

なお、学校給食については『塩竈市学校給食運営プラン』（平成 25 年度策定）の中で、

給食センター方式を目指すこととしていますが、学校給食の充実、食育の推進、効率的な

運営などの観点から、引き続き課題解決に努めていきます。 

表 学校の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市立
第一小学校

D(譲渡・廃止)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
第二小学校

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
第三小学校

A (適正管理)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

小学校
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市立
月見ヶ丘小学校

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
杉の入小学校

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討）

複合
（集約）

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
玉川小学校

A (適正管理)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
浦戸小中学校
（小学校）

D(譲渡・廃止)
継続（避難所
移転の検討） 維持

浦戸地区における唯一の学校
教育施設であることから今後も
施設を維持する。

塩竈市立
第一中学校

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体①

一部
解体②

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

中学校
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市立
第二中学校

D(譲渡・廃止)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
第三中学校

D(譲渡・廃止)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
玉川中学校

C(移転・建替)
継続（避難所
移転の検討）

一部
解体

学校教育施設として今後も施設
を維持する。ただし、児童数の
減少・空き教室が増加している
傾向にあるため、利用状況など
を確認しながら一部校舎の解体
も視野に検討していく。
教室の集約・機能移転を図りな
がら、空き教室が多い校舎につ
いては、計画的に除却や転用・
複合化を図る。
併せて、施設の一部を民間等に
よる利活用推進のために、譲渡
または賃貸するための仕組みづ
くりを目指し、社会実験を進め
る。

塩竈市立
浦戸小中学校
（中学校）

B(譲渡・転用)
継続（避難所
移転の検討） 維持

浦戸地区における唯一の学校
教育施設であることから今後も
施設を維持する。
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（９） 幼保・こども園 

【再配置案】

国の三位一体改革により公立保育所の運営費及び施設整備費が一般財源化されるなど、

効率的な保育所運営が求められています。本市の公立保育所については、個別施設計画を

策定しながら、多様化する保育ニーズに対応できるよう、民営化を視野に入れて役割やあ

り方を検討していきます。 

なお、新浜町保育所については、海岸通地区への移転が予定されています。 

表 幼保・こども園の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
東部保育所

C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

現施設の老朽化が激しいため、
早急な建て替えを要している。
今後、保育所の再編を検討して
いく中で、運営方針を整理して
いく。

塩竈市
香津町保育所

C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

本保育所は民営化をする方針
が決まっていたが、震災の影響
により延期となった。これまでの
方針を推進すべきかを含めて、
今後、保育所の再編を検討して
いく中で、運営方針を整理して
いく。

塩竈市
新浜町保育所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

海岸通地区で進められている
再開発事業により新たに新設さ
れる建物内に複合（移転）する。

塩竈市
清水沢保育所

C(移転・建替) 廃止 譲渡

現施設の老朽化が激しいため、
早急な建て替えを要している。
今後、保育所の再編を検討して
いく中で、運営方針を整理して
いく。

塩竈市
藤倉保育所

C(移転・建替) 廃止 譲渡
今後、保育所の再編を検討して
いく中で、将来的な運営方針の
協議を行っていく。

保育所

序　
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（１０） 幼児・児童施設 

【再配置案】

子育て支援センターは、海岸通地区への移転が予定されています。 

藤倉児童館は新しい施設であり、指定管理者制度の導入と計画的な維持・修繕により適

切な運営を行っていきます。 

放課後児童クラブは基本的に現状維持としますが、学校の一部解体等がある場合は移設

を行っていきます。また、管理・運営に関しては引き続き指定管理者制度を導入していき

ます。 

表 幼児・児童施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

しおがま
子育て支援
センター
｢ここるん」

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

複合
（移転）

海岸通地区で進められて いる
再開発事業により新たに新設さ
れる建物内に複合（移転）する。

塩竈市
藤倉児童館

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 維持

平成 年度に建替えを実施し
ており、今後も子育ての場とし
て施設を維持する。なお、平成

年度から指定管理者制度を
導入し運営見直しを実施してい
る。

放課後
児童クラブ
（第一小学校）

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。

放課後
児童クラブ
（第二小学校）

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。

放課後児童クラブ

児童館

子育て支援センター
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

放課後
児童クラブ
（第三小学校）

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。

放課後
児童クラブ
（月見ヶ丘
小学校）

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。

放課後
児童クラブ
（杉の入
小学校）

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。

放課後
児童クラブ
（玉川小学校）

B(譲渡・転用)
他施設を統
合・複合 維持

放課後児童への遊び・学びの
場の施設として今後も施設を維
持する。ただし、学校の空き教
室を活用した事業であるため学
校施設との利用連携を図る必
要がある。
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（１１） 高齢福祉施設 

【再配置案】

高齢者福祉施設のうち、桜ヶ丘老人憩の家は老朽化が進んでいるため廃止の予定ですが、

近隣町内会と協議しながら検討していきます。 

平成 28 年度開設の清水沢東老人憩の家は、市営清水沢住宅集会所との複合施設である

ため、協議しながら適切な維持管理を行っていきます。 

表 高齢福祉施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
桜ケ丘
老人憩の家

C(移転・建替) 廃止 解体

建物の老朽化・耐震対策の点
から解体が望ましいと思われる
が、近隣町内会等の利用もある
ことから譲渡等、他の方向性も
検討・協議する必要がある。

塩竈市
清水沢東
老人憩の家

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

市営清水沢住宅集会所との複
合施設であることから、供用部
分をはじめ施設全体の維持管
理について協議が必要である。

高齢者福祉施設
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（１２） 障害福祉施設 

【再配置案】

障害福祉施設であるひまわり園は、児童発達支援センターの設置や民間事業者の動向等

も考慮しながら検討を行っていきます。また、同施設内の藤倉保育所の方向性に合わせた

方向性を検討します。 

表 障害福祉施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

ひまわり園 A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 譲渡

障がい児の養育支援の施設で
ある。同事業については民設民
営で実施している事業者もある
ため、今後、国から要請されて
いる児童発達支援センターの設
置も含め調整していく。また、施
設の方向性について は、藤倉
保育所と同施設内にあるため、
藤倉保育所に合わせる。

障害福祉施設
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（１３） 保健施設 

【再配置案】

保健センターは、適切な管理を行いながら保健施設としての機能を維持していきます。 

表 保健施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
保健センター

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

市民の健康保持・増進や、各種
健（検）診、各種団体の拠点と
なっている。健康長寿社会の実
現を目指すため、改修工事をし
ながら当センターの機能を保持
する。

保健センター
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（１４） 医療施設 

【再配置案】

診療所・医療センターのうち、塩釜地区休日急患センターは 2 市 3 町による広域行政と

して運営しています。指定管理者制度の導入等を協議の上検討していきます。 

浦戸診療所は基本的に現状維持とし、適切な維持管理を行っていきます。 

表 医療施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩釜地区
休日急患
診療センター

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

二市三町の広域行政として取り
組む休日急患診療を担う 施設
であるため今後も施設を維持す
る。なお、運営方法については
周辺自治体と連携しながら指定
管理者制度の導入を検討する。

塩竈市
浦戸診療所

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持
浦戸地区における診療機能を
担う施設であるため今後も施設
を維持する。

診療所・医療センター
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（１５） 庁舎等 

【再配置案】

庁舎は基本的に現状維持とします。老朽化が進行していることから大規模改修等を計画

的に行っていきますが、将来に向けて機能集約についても検討を進めていきます。 

表 庁舎等の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市役所 C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

行政機能の中心施設であるた
め今後も施設を維持する。な
お、施設の老朽化が進行してい
ることから今後施設の大規模改
修が必要となる。

壱番館庁舎 C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

行政機能の中心施設であるた
め今後も施設を維持する。な
お、施設の老朽化が進行してい
ることから今後施設の大規模改
修が必要となる。

塩竈市
浦戸諸島開発
総合センター

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 維持

浦戸地区における行政機能の
中心施設であるため今後も施
設を維持する。なお、施設の老
朽化が進行していることから今
後施設の大規模改修が必要と
なる。

庁舎
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（１６） 消防施設 

【再配置案】

消防施設は今後、地域の他の施設を建設時に複合する方向で縮減を進めていきます。 

表 消防施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈消防団
東部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

塩竈消防団
西部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

塩竈消防団
南部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

塩竈消防団
北部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

新耐震基準（ 年）前に建設
された建物であることや、冠水
の恐れがあること、有償の借地
に立地していることなどを考慮
し、近隣のコミュニティ施設と同
一敷地に移転・建替を行う。

浦戸消防団
桂島器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

消防団施設
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

浦戸消防団
石浜器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

浦戸消防団
寒風沢
器具置場

A (適正管理)
他施設を統

合・複合

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

浦戸消防団
野々島
器具置場

A (適正管理)
他施設を統

合・複合

複合
（移転）

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。なお、地
域交流の深化や統合による維
持コスト低減の観点から他の地
域施設への複合（移転）を検討
する。

浦戸消防団
朴島器具置場

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

消防団に配備している車両、資
機材を保管し消防団活動の拠
点となる施設である。統合可能
な公共施設が今のところ見当た
らないことなどを考慮し、当面修
繕を行いながら維持していく。
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（１７） その他行政系施設 

【再配置案】

その他行政系施設（文書庫・倉庫）については、みのが丘書庫に統合し、それ以外の施

設は解体とします。 

表 その他行政系施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市役所
（港町文書庫）

D(譲渡・廃止) 廃止 解体

市の文書庫として活用している
施設であるが、老朽化が進行し
ているため今後、みのが丘書庫
へ機能移転した後、解体する。

塩竈市役所
（新浜町文書
庫）

D(譲渡・廃止) 廃止 解体

市の文書庫として活用している
施設であるが、老朽化が進行し
ているため今後、みのが丘書庫
へ機能移転した後、解体する。

旧新浜浄水場
（倉庫）

D(譲渡・廃止) 廃止 解体
市の倉庫として活用している施
設であるが、老朽化が進行して
いるため今後、解体する。

みのが丘書庫 D(譲渡・廃止) 廃止 維持
市の永年保存文書を保管する
文書庫であることから今後も施
設を維持する。

その他行政系施設（文書庫・倉庫）
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（１８） 公営住宅 

【再配置案】

市営住宅のうち、老朽化が進む玉川住宅、貞山通改良住宅、新浜町住宅、東玉川住宅、桜

ヶ丘住宅、清水沢住宅、庚塚住宅については、平成 25～28年度に市営住宅（災害公営住

宅）が新規整備されたことにより、今後の住宅需要を考慮しながら統合を行っていきます。 

なお、移転にあたっては、今後、説明会や意向調査などを十分に行った上で、住民の意向

を踏まえながら進めていきます。 

それ以外の市営住宅についても、老朽度合に応じた計画的な修繕を行っていく予定です。 

表 公営住宅の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

市営玉川住宅 C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営貞山通
改良住宅

C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営新浜町
住宅

C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営東玉川
住宅

C(移転・建替) 廃止
統合
（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営住宅

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２



第６章 個別施設計画に向けた再配置案 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

市営桜ケ丘住宅 C(移転・建替) 廃止
統合

（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営清水沢
住宅

C(移転・建替) 廃止
統合

（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営庚塚住宅 C(移転・建替) 廃止
統合

（移転）

市営住宅の新規整備により、廃
止後も震災前の整備戸数を維
持できるため住宅需要に配慮し
ながら移転・解体をすすめてい
く。

市営新玉川
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営大日向
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営梅の宮
住宅

C(移転・建替) 廃止 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２



第６章 個別施設計画に向けた再配置案 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

サンコーポラス
新清水沢住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営清水沢東
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営錦町東
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営北浜住宅 B(譲渡・転用)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営伊保石
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営錦町住宅 A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

市営浦戸桂島
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営浦戸
野々島住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営浦戸
寒風沢住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営浦戸朴島
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。

市営伊保石
住宅（第Ⅱ期）

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など 維持

老朽度合に応じた内外装材、各
設備の修繕にて維持管理して
いく。また、市営住宅の需要を
考慮しながら用途廃止又は建
替えを検討していく。
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（１９） 公園（施設） 

【再配置案】

公園（施設）のトイレは、高齢者の健康増進のためのまち歩きや子どもの屋外活動を促

進する観点から現状維持とし、管理については市民や事業者と連携した維持管理方法につ

いても検討していきます。 

伊保石公園や緩衝緑地公園の管理棟については老朽化が進んでいるため解体又は指定管

理者による再築等を検討していきます。 

表 公園（施設）の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

伊保石公園
（管理棟）

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 解体

公園の管理棟として活用してい
るが、運営見直し方法として今
後、指定管理を検討しているこ
とから施設については解体した
上で、指定管理業者が必要と判
断した場合は再築を検討する。

北浜公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

街区公園として小規模公園に位
置付けられている。公園（施設）
のトイレは、高齢者の健康増進
のためのまち歩きや子どもの屋
外活動を促進する観点から現
状維持とし、管理については市
民や事業者と連携した維持管
理方法について も検討してい
く。

青葉ヶ丘公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

街区公園として小規模公園に位
置付けられている。公園（施設）
のトイレは、高齢者の健康増進
のためのまち歩きや子どもの屋
外活動を促進する観点から現
状維持とし、管理については市
民や事業者と連携した維持管
理方法について も検討してい
く。

杉の入公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

街区公園として小規模公園に位
置付けられている。公園（施設）
のトイレは、高齢者の健康増進
のためのまち歩きや子どもの屋
外活動を促進する観点から現
状維持とし、管理については市
民や事業者と連携した維持管
理方法について も検討してい
く。

一本松公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

街区公園として小規模公園に位
置付けられている。公園（施設）
のトイレは、高齢者の健康増進
のためのまち歩きや子どもの屋
外活動を促進する観点から現
状維持とし、管理については市
民や事業者と連携した維持管
理方法について も検討してい
く。

公園・緑地（施設）
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

清水沢公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

近隣公園として比較的大きな公
園に位置付けられていることか
ら今後も公衆用トイレを維持す
る。

新浜町公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

近隣公園として比較的大きな公
園に位置付けられていることか
ら今後も公衆用トイレを維持す
る。

緩衝緑地帯
（管理棟）

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

解体

公園の管理棟として活用してい
るが、運営見直し方法として今
後、指定管理を検討しているこ
とから施設については解体した
上で、指定管理業者が必要と判
断した場合は再築を検討する。
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（２０） 供給処理施設 

【再配置案】

供給処理施設は、周辺自治体との広域化による処理について検討していきます。 

表 供給処理施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

塩竈市
清掃工場

C(移転・建替) 廃止
統合

（移転）

廃棄物（可燃物）の処理施設で
あるが、施設の老朽化が進んで
いることや維持管理及び運営の
効率性から周辺自治体と連携
し、広域処理施設への統合（移
転）を検討する。

新中倉廃棄物
埋立処分場

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など

統合
（移転）

廃棄物（不燃物）の処理施設で
あるが、施設の老朽化が進んで
いることや維持管理及び運営の
効率性から周辺自治体と連携
し、広域処理施設への統合（移
転）を検討する。

新浜リサイクル
センター

A (適正管理)
転用・譲渡・

貸付など

統合
（移転）

資源物（プラスチック製容器包
装）のリサイクル施設であるが、
施設の老朽化が進んでいること
や維持管理及び運営の効率性
から周辺自治体と連携し、広域
処理施設への統合（移転）を検
討する。

伊保石
リサイクル
センター

C(移転・建替) 廃止
統合

（移転）

資源物（瓶、缶、ペットボトル、
古紙等）のリサイクル施設であ
るが、施設の老朽化が進んでい
ることや維持管理及び運営の効
率性から周辺自治体と連携し、
広域処理施設への統合（移転）
を検討する。

供給処理施設
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（２１） その他施設 

【再配置案】

公衆トイレのうち、海岸通地区顧客利便施設と西町ポケットパークについては維持し、

浦戸野々島公衆便所は浦戸諸島開発総合センターへの移転を検討しています。 

駐車場・駐輪場は利用状況を踏まえ、東塩釜駅自転車等駐車場は西口への統合を検討

していきます。 

渡船待合所および霊園・墓地（施設）については基本的に現状維持とします。 

倉庫のうち、杉の入小学校グラウンド管理棟は解体とし、新浜町資材置場については

複合（移転）を予定しています。 

表 その他施設の再配置方向性

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

海岸通地区
顧客利便施設
（トイレ）

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

海岸通地区における公衆トイレ
として活用されているため維持
する。また、当該地区で実施さ
れている再開発事業と連携しな
がら管理を行う。

西町ポケット
パークトイレ

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

維持

鹽竈神社表参道前の施設とし
て観光客を中心にトイレや駐車
場の利用があるため今後も維
持する。

浦戸野々島
公衆便所

D(譲渡・廃止) 廃止
統合
（移転）

浦戸地区の観光客に公衆用ト
イレとして利用されているが、塩
竈市浦戸諸島開発総合セン
ターが近接しているため、今後、
機能をセンター側に統合（移転）
することを検討する。

東塩釜駅
自転車等
駐車場(西口)

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築
（建替・改修・

縮小）

統合
（集約）

東塩釜駅周辺における市営の
自転車駐輪場であり、今後も通
勤・通学による需要があること
から施設を維持する。ただし、利
用客は減少傾向にあることから
東口にある駐輪場については
西口への統合（集約）を検討す
る。

公衆トイレ

駐車場・駐輪場
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施設名称
総延床
面積
（㎡）

主要棟
建築
年度

一次評価 二次評価

方向性

短期
2017～2026
（H29～H38）

方向性

中期
2027～2036
（H39～H48）

方向性

長期
2037～2046
（H49～H58）

方向性の考え方

東塩釜駅
自転車等
駐車場(東口)

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

統合
（移転）

東塩釜駅周辺における市営の
自転車駐輪場であり、今後も通
勤・通学による需要があること
から施設を維持する。ただし、利
用客は減少傾向にあることから
東口にある駐輪場については
西口への統合（移転）を検討す
る。

石浜地区
渡船待合所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持
浦戸地区の海上交通の拠点施
設であるため今後も施設を維持
する。

野々島地区
渡船待合所

C(移転・建替)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持
浦戸地区の海上交通の拠点施
設であるため今後も施設を維持
する。

塩竈市
月見ケ丘霊園
（施設）

A (適正管理)
他施設を統

合・複合 維持

月見ヶ丘霊園の管理をするため
の備品倉庫があり、今後も施設
を維持する。なお、維持管理費
については霊園の管理料により
賄われている。

塩竈市
月見ケ丘霊園
駐車場
（施設）

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

維持

月見ヶ丘霊園の管理をするため
の備品倉庫や参拝者が利用す
るトイレがあり、今後も施設を維
持する。なお、維持管理費につ
いては霊園の管理料により賄
われている。

杉の入小学校
グラウンド
管理棟

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

解体
陸上競技備品倉庫として活用さ
れているが、老朽化が進んでい
るため解体を行う。

新浜町
資材置場

D(譲渡・廃止)

他施設への
統合・複合化
または改築

（建替・改修・
縮小）

複合
（移転）

土木課の備品倉庫として活用さ
れているが、老朽化が進んでい
ることから施設解体を行い、備
品倉庫の機能は他施設へ移転
する。

霊園・墓地（施設）

渡船待合所

倉庫
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第７章 再配置の効果と対応

１ 本章の目的 

本章では、第 6 章「個別施設計画に向けた再配置案」で示した各施設の方向性を実施した場合の

縮減効果を施設総量と更新費用、ランニングコストの観点から試算し、更新財源不足の解消に向け

た対応策を検討しております。 

２ 再配置効果の試算 

（１） 施設総量の縮減量 

第 6 章「施設類型別の再配置案」を踏まえて施設の統廃合等を行った場合、51,000 ㎡程度、約

24％の縮減が見込まれ、目標である面積 24％縮減が可能となります。しかし、公共施設を取り巻

く環境は依然として厳しい状況が予想されるため、コスト縮減等の手法により、建物の維持更新に

必要な額を確保することを検討していきます。 

表 再配置計画による公共施設面積一覧

 

 

 

 

 

 

 

短期
（2017～2026）

中期
（2027～2036）

長期
（2037～2046）

集会施設 集会所 ▲ 3,496

文化施設 市民交流複合施設

公民館 公民館 ▲ 2,381

図書館 図書館

博物館等 博物館等

体育館

プール ▲ 1,314

仮設施設（震災対応） ▲ 4,146

旅客ターミナル施設

漁業等後継者育成施設 ▲ 961

小学校 ▲ 7,616

中学校 ▲ 3,726

幼保・こども園 保育所 ▲ 2,015

子育て支援センター ▲ 55

児童館

放課後児童クラブ

高齢福祉施設 高齢者福祉施設 ▲ 150

障害福祉施設 障害福祉施設 ▲ 151

保健施設 保健センター

医療施設 医療施設 診療所・医療センター

庁舎等 庁舎

消防施設 消防団施設 ▲ 639

その他行政系施設
その他行政系施設
（文書庫・倉庫）

▲ 922

公営住宅 公営住宅 市営住宅 ▲ 18,146

公園 公園 公園・緑地 ▲ 660

供給処理施設 供給処理施設 供給処理施設 ▲ 4,309

公衆便所 ▲ 13

駐車場・駐輪場 ▲ 306

渡船待合所

霊園・墓地

倉庫 ▲ 213

▲ 51,218合計

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・
レクリエーション系

施設
スポーツ施設

幼児・児童施設

保健・福祉施設

行政系施設

その他 その他

学校教育系施設 学校

子育て支援施設

産業系施設 産業系施設

増減面積（㎡）大分類 中分類 現在面積（㎡）

再配置計画による縮減面積（㎡）

小分類 今後の面積（㎡）

※仮設施設（震災対応）の短期には平成 27、28 年度で既に廃止された 3,563 ㎡を含みます。 
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図 公共施設の延床面積縮減効果
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（２） 更新費用の縮減効果 

【更新費用試算の基本的な考え方】 

更新費用試算における前提条件は、公共施設等総合管理計画にて実施した更新費用試算（本

計画 P.7 記載）と基本的には同じですが、以下の点が異なります。 

① 本計画の年数に合わせるため、30 年間（2017～2046）に更新を迎えるものの試算を

行いました。 

② 全施設の耐用年数を 20％延長しています。 

また、あくまで推計値であり、実際にかかる経費とは異なります。 

 

図 公共施設の更新費用試算額縮減効果

面積縮減結果を反映し、施設の建替え等に係る更新費用を試算すると、今後 30 年間の更新費用

の総額は 559 億円で、縮減前の更新費用 731 億円と比較して 172 億円の縮減効果が見込まれま

す。 

 

 

 

  

201.2 174.2 

372.8 

268.3 

114.9 

104.1 

42.2 

12.7 

731.1億円

559.4億円

縮減前 方向性による縮減後

（億円）

積残建替

積残大規模改修

建替

大規模改修

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２



第７章 再配置の効果と対応 

65 

 

（３） 施設に係るランニングコストの縮減効果 

【ランニングコスト縮減効果の試算法】 

① 平成 28 年度の維持管理費・事業運営費の合計から収入を控除した CF（キャッシュ・フ

ロー）を施設に係るランニングコストとします。 

② 計画年数である 30 年間施設を運営・維持したと仮定して、CF の合計に 30（年）を乗じ

て「縮減前」のランニングコスト」を算出します。 

  （ 1,421（百万円） × 30（年） ＝ 426 億円 ） 

③ P.26【再配置の方向性とコストの関係】に記載のとおり、個々の施設の再配置の方向性か

ら縮減コストを除いた値を全施設分合計し、「方向性による縮減後」のランニングコストを算

出しています。 

表 大分類別の行政コスト計算書（平成 年度）

（単位：百万円）

※本表は、円単位で集計し、単位未満で切り捨ての端数処理をしているため、各数値の合計が表記される値と合計

欄の数値と一致しない場合があります。 

※コスト＝維持管理費＋事業運営費 

※CF（キャッシュ・フロー）＝（維持管理費＋事業運営費）－収入 

 

 

 

大分類
維持
管理費

事業
運営費

コスト 収入 （キャッシュ・
フロー）

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

産業系施設

学校教育系施設

子育て支援施設

保健・福祉施設

医療施設

行政系施設

公営住宅

公園

供給処理施設

その他

合計
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図 公共施設のランニングコスト縮減効果

ランニングコストは、再配置の方向性により、縮減前の 426 億円に対して 48 億円の縮減が見

込まれ、378 億円となります。 

 

  

91.0 67.2

335.0
311.2

426.0億円

378.4億円

縮減前 方向性による縮減後

（億円）

事業運営費

維持管理費
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３ 更新財源不足解消に向けて

公共施設等総合管理計画において、今後の公共施設等の維持更新に必要な金額とそれに充当可能

な金額をトータルベースで推計し、30 年間で 232 億円の財源不足が見込まれる結果となりました。 

この 232 億円については、公共施設（建物のみ）と道路、橋梁を更新することを考慮に入れた

場合の金額となり、このうち公共施設（建物のみ）に係る財源不足はおよそ 194 億円となります。

本計画において検討した再配置の方向性による更新費用の縮減効果（本章 2-（2）参照）と比較す

ると、さらに 22 億円（194 億円－172 億円＝22 億円）の縮減が必要です。 

更新財源不足解消に向けては、以下の公共施設における取組を検討し実施します。 

（１） ランニングコストの適切な管理と縮減 

 

 

平成 28 年度の施設に係るランニングコストを基に個々の施設の再配置の方向性から縮減コスト

を算出（本章 2-（3）参照）したところ、48 億円の縮減が見込まれています。しかしながら、こ

のランニングコストは平成 28 年度のランニングコストがそのまま継続したという前提に基づいて

算出しているため、今後の施設の動向や社会情勢によっては高騰することも十分に考えられます。 

ランニングコストについては今後も適切に把握するとともに、本計画における施設の方向性を踏

まえ、コストをかける価値があるかを十分に考慮し、縮減を目指します。 

（２） その他の適正化手法について 

 

 

土地や建物については、売却や貸付だけでなく、PFI6や指定管理者制度7等の民間の資金やノウハ

ウを用いる PPP8の導入を検討します。また、建替えや改修などの機会に当該施設を活用した民間

収益事業が成立する余地があるかどうかを検討していきます。民間事業者へのマーケットサウンデ

ィング9を行うなどして、収益性のある事業の展開を検討していきます。 

また、近隣市町村が共同で事業を実施し、施設を管理する一部事務組合等の設立についても、可

能性を検討し、施設の整備や管理にかかる費用を低減化します。 

そのほか、受益者負担の原則に立った利用料の徴収、利用料の改訂についても検討し、削減だけ

でなく既存施設の収入増に繋がる取組の実施も検討していきます。  

                                           
6 Private Finance Initiative の略称。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術能力

を活用して行う手法。 
7 2003 年の地方自治法の改正により創設され、民間事業者等に幅広く管理を委任することが出来るようになった。 
8 Pubric Private Partnership の略称。民間の資金やノウハウを用いて公的なサービスの提供を行う事業手法の総

称。 
9 PPP 事業の実施に先立ち、民間事業者に対し当該事業に関する意見聴取や意見交換を行うこと。 

引き続き様々な手法による適正化を検討していきます 

施設に係るランニングコストを適切に把握し、縮減を目指していきます 
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第８章 再配置の推進に向けての取組

１ 本章の目的 

本章では、有識者審議会による審議や町内会説明会及び施設利用団体との意見交換会等の結果を

整理して、再配置計画の推進に向けての取組を示しています。 

２ 新たな公共施設の取組（塩竈モデル） 

本市は、長い歴史と風光明媚な景観を誇り、多彩な食文化とウォーターフロントの魅力にあふれ、

コンパクトで利便性に富んでいる“みなとまち”です。 

公共施設の再配置に当たっては、限られた市域に都市機能が集積し、公共交通が充実しているコ

ンパクトな市街地特性を生かすとともに、塩竈特有の歴史・文化・景観が織り成す魅力を生かし、

塩竈らしいコンパクトなまちづくりとの連携を図ります。そして定住人口の増加に向けて、市民や

市民団体・事業者・行政との協働、公共施設等の情報発信を基本とした活動により、子育てがしや

すく、住み続けられる魅力あるまちとなるように、塩竈の特性を生かしたインパクトを与えるよう

な新たな公共施設の取組（塩竈モデル）を進めていきます。そのための土台かつ受け皿として、課

題を共有し、解決策を検討するために、異なる施設間や多世代で話し合うことができる「しおがま

共創プラットフォーム」の構築を検討していきます。 

図 新たな公共施設の取組（塩竈モデル）の概念図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

しおがま共創プラットフォーム（異なる施設間や多世代での話し合いの場）

市民 
 

事業者 

 

行政 

・利用者や団体等のニーズや意見把握 

・市民ボランティアによる管理・運営 

・ＰＰＰ/ＰＦＩ導入の検討 

 （例：パークＰＦＩの活用等） 

・民間施設を活用した公共サービスの提供 

・100 円バスの利用促進 

・情報技術を活用した公共施設の空き状況の提供 

・学校施設の高機能化・多機能化 

・施設の多目的利用や複合化の検討 

・公共サービスの民間施設への提供 
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（１） 市民等との情報共有・相互理解の醸成 

・公共施設の総合的な管理に当たっては、市民や関係団体との相互理解を深め、合意形成を醸

成していくことが不可欠です。そのため本計画の策定に当たっては、以下の策定体制の下で、

庁内体制に加えて、有識者審議会や町内会説明会、施設利用団体による意見交換会等での意

見集約をとおして検討を行いました。

・今後も本市の公共施設の総合的な管理に対する考え方や目指す姿、施設の有効利用や効率的

な管理運営に向けた取組の方向性などについて、広く市民等と情報共有を行い、周知・啓発

を図ります。

図 公共施設再配置計画の策定体制

庁内体制 

市民 
策定委員会 

有識者審議会 

施設担当者説明会 

町内会説明会 

市長 

諮問 

答申 
市議会 

報告 

意見 

説明・ 
情報提供 

事務局（財政課） 

団体意見交換会等 
意見集約 

有識者審議会 策定委員会

施設利用団体による意見交換会 施設担当者説明会

施設利用団体への説明会 町内会説明会
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（２） 市民参加による施設の維持管理・運営 

・市民ニーズの多様化に合わせて、公共施設の維持管理・運営においても多様なニーズに柔軟

に対応することが求められているため、施設運営に当たっては異なる立場や異なる年代の利

用者や団体等のニーズや意見の把握を図ります。

・公共施設をとおした地域活性化に向けて、市民が郷土の歴史や文化を大切にし、公共施設の

維持管理等に関われるように、市民との協働による美化活動等の取組を進めていくとともに、

市民ボランティアによる公共施設の維持管理・運営支援についても検討します。

（３） 民間活力の活用や他分野との連携 

・民間企業等との連携を進め、PFI や指定管理者制度等の民間の資金やノウハウを用いる PPP

の導入を検討し、公共施設のリノベーションや民間施設の活用等の更なる公共施設サービス

の向上に向けた民間活力の活用について検討します。

・公益性のある社会資本の形成に向けて民間投資を促進する手段として、社会性を持った投資

ファンドやソーシャルビジネス、コミュニティビジネスの参入の機会を創出して、公共施設

を維持・活用・更新する取組について検討します。

・塩竈の特性を生かし、観光産業等の他分野との連携により、交流人口の増加等に向けて公共

施設を有効活用して、まちの活性化を図る取組について検討します。

（４） 公共施設の収益力の向上 

・公共施設の利用料金については、適正な受益者負担の考え方を基本とし、市民が利用しやす

い料金設定とします。その中で公共施設サービス全体の利益向上として、公共施設の多目的

利用や機能の複合化により施設の付加価値を高め、来館者や利用者数を増加させて、維持費

用をまかなうような収益力の向上に向けた施設運営について検討します。

・学校の給食サービスを学校だけではなく、民間の高齢福祉施設等へ提供するなど、公共サー

ビスを民間施設に提供することにより収益力の向上を図る施設運営についても検討します。

施設環境の美化 施設利用団体とのワークショップ 

リノベーションされた杉村惇美術館 港の玄関口 マリンゲート塩釜
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（５） 公共施設の有効活用の工夫 

・コンパクトな市街地特性を生かした取組として、本市

の 100 円バス等の公共交通との連携を推進し、各公

共施設への移動手段を確保することで、公共施設の再

配置の補完を図ります。

・柔軟な公共施設の使い方として、公共施設の統廃合に

伴う代替施設等として身近な集会所や学校等の空き

施設について用途以外の活用を検討します。

・既存施設の価値や利便性の向上を図るとともに、施設機能や利用方法等の周知・ＰＲを図り

ます。また、情報技術を活用してタイムリーに公共施設の空室状況や駐車場状況等の情報提

供を行う仕組みについて検討します。

・学校については、地域コミュニティの拠点として位置づけられていることから、学校のハー

ド面及びソフト面における高機能化・多機能化について検討します。

・学校の高機能化については、学校の設備機能の強化とともに、塩竈の食文化を生かした食育

の推進、自然・文化豊かな教育環境の充実等に向けて検討します。

・学校の多機能化については、安全性・セキュリティの確保を前提として、地域特性に応じて

社会教育・文化活動・子育て支援の場、防災避難の拠点としての活用等について検討します。

そして、高齢福祉施設等との連携による世代間交流の展開等により、子どもからお年寄りま

でが生き生きと暮らせるまちとなるように、地域と共生した学校のあり方を検討します。

・これらの取組により人材育成及びまちの活性化・魅力向上を図り、広く外部へ発信・ＰＲす

ることにより、子育て世代を中心とした定住人口の増加を目指します。 

 

図 学校のハード面及びソフト面における高機能化・多機能化のイメージ
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学校の設備機能の強化 社会教育・文化活動・子育て支援の場 

個々の状況に応じた教室設定 防災避難の拠点 
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学力向上に向けた学習環境の強化 施設連携による世代間交流の展開 

自然・文化豊かな教育環境の充実等 安全性・セキュリティの確保等 

人材育成 まちの活性化・魅力向上

外部への発信・ＰＲ

子育て世代を中心とした定住人口の増加
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３ 行政内部の取組 

（１） 職員の啓発・意識付け 

・公共施設の総合的な管理を推進していくためには、公共施設に係るコスト、市の財政状況、

公共施設の適正管理のあり方などを職員一人ひとりが十分理解し、意識を持つ必要がありま

す。そのため適切な公共施設の管理を実施できるよう、引き続き施設担当者説明会の開催等

をとおして、市職員の公共施設マネジメントに関する理解の促進、意識の醸成を図ります。

（２） 公共施設等に関する情報の一元管理 

・公共施設の総合的な管理に当たっては、施設の利用状況・維持管理に関するデータを継続的

に更新し、情報の一元管理と共有化を図ります。

（３） 計画の推進体制の構築 

・計画実施に当たっては、計画を総合的にマネジメントしていく部署にて、公共施設に関する

情報を一元的に管理するとともに、計画の進捗状況を定期的に検証し、所管部署との調整、

全庁的な意思決定のためのとりまとめを行います。

・計画を実行する管理部署と所管部署が連携を密にしながら、確実な計画実行ができるような

体制を構築し、今後の公共施設マネジメントに取り組みます。

（４） 個別施設計画の策定 

・本計画に示す施設類型別の再配置案や施設ごとの方向性に基づき、今後は施設所管部署にお

いて、個別施設ごとに具体的な取組を実践していくための長寿命化計画となる個別施設計画

の策定を進めます。

（５） 将来のまちのビジョンとの整合 

・まちの魅力の向上に向けて、個別施設計画の検討・策定等に当たっては、長期総合計画や都

市マスタープラン等の上位・関連計画を受けて、将来のまちのビジョンとの整合性を確保し

ます。

図 将来のまちのビジョンとの整合性

 公共施設 

 

 

 

 

 

長期総合計画 

総合管理計画

再配置計画

都市マスター 

プラン等 

【将来のまちのビジョンとの整合】 ⇒ 個別施設計画の策定等

震災復興計画 
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（６） 個別施設の再配置の検討 

・個別施設の再配置に当たって、施設立地場所については地域環境との接点や人口重心、市の

中心部との関係等を踏まえて、施設特性に合った適切な位置を検討します。また、お年寄り

の行動を喚起して、健康寿命の増進につながる施設配置についても検討します。

・施設機能については、将来における施設利用のあり方や施設の高機能化、維持コスト・エネ

ルギー効率等を踏まえて、公共施設としての価値を高めるとともに効果的かつ効率的な機能

を検討します。

（７） 進捗管理と計画の見直し 

・公共施設のプロジェクトサイクルに基づき、定期的に進捗状況を検証し、進行管理を図ると

ともに、取組が遅れている施設があれば、その原因を調査して今後の対応策を検討します。 

・本計画は社会情勢等の変化や市民ニーズの変化といった環境変化による今後の方向性変更の

検討等を排除するものではなく、他の事業との兼ね合いから本計画等に不具合が生じた場合

には、関係部署との協議及び全庁的にも協議を行い、適宜に計画を見直し、当初の計画に拘

束されることなく、機動的に対応します。 

・計画見直し時には、個別施設計画や各施設の取組内容を総合管理計画へフィードバックし、

全体の施設マネジメントに取り組みながら、魅力あるまちづくりを進めていきます。 

・進捗状況については、必要に応じて、議会への報告やホームページ、広報紙に掲載するなど、

議会や市民の皆様に対しても状況の共有を図っていきます。 

図 公共施設のプロジェクトサイクル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 広域的な連携・協力 

・公共施設の総合的な管理に当たって、市単独での取組だけではなく、関連する自治体間にお

いて連携した取組を検討していくことが必要です。市域を超えた連携・協力を図るため、近

隣自治体等との広域連携の取組を検討します。 
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運 営 ・ 維 持 

維持保全 
運用管理 
サービス提供 

公共施設等総合管理計画 

公共施設再配置計画 
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付属資料１ 各種会議等の開催概要

１．塩竈市公共施設再配置計画審議会

２．町内会説明会

３．施設利用団体への説明会

４．施設利用団体による意見交換会

５．高校生との意見交換会

６．パブリックコメントの実施

７．塩竈市公共施設等総合管理計画等策定委員会

８．施設担当者説明会
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１ 塩竈市公共施設再配置計画審議会 

■委員

■開催経緯
回数 開催日時 主な審議内容 

第１回
平成 年 月 日 火

～

・公共施設再配置計画 素案 の概要について

・今後のスケジュールについて

第２回
平成 年 月 日 木

～

・各種会議の意見反映について

①第 回有識者審議会の主な意見と対応

②町内会説明会の開催結果

③施設利用団体への説明会の開催結果

④施設利用団体による意見交換会の開催結果

・再配置の推進に向けての取組と進め方 見直し骨子案

・今後のスケジュールについて

第３回
平成 年 月 日 木

～

・各種会議の意見の反映について

・『塩竈市公共施設再配置計画』修正案について

・今後のスケジュールについて

第４回
平成 年 月 日 火

～

・『塩竈市公共施設再配置計画』再修正案について

・今後のスケジュールについて

第５回

（答申）

平成 年 月 日 月

～

・『塩竈市公共施設再配置計画』について

・市長と委員長及び副委員長との意見交換

・今後のスケジュールについて

No 選定分野 氏名 所属 

学識経験者

柳井 雅也
東北学院大学教養学部

地域構想学科 教授

佐々木 秀之
宮城大学

事業構想学群 准教授

教育 弓田 宣弘 塩竈市立玉川小学校 校長

建築設計 横山 英子 株 横山芳夫建築設計監理事務所 会長

産業

桑原 茂 塩釜商工会議所 会頭

佐浦 弘一 株 佐浦 代表取締役社長

丹野 光明 三陸運輸 株 代表取締役社長

𠮷𠮷冨 毅 極洋食品 株 代表取締役社長

財務
漆原 克典 七十七銀行塩釜支店 支店長

千葉 和彦 千葉和彦税理士事務所 所長

福祉 今野 吉晃 前塩釜市社会福祉協議会 常務理事

文化・芸術 高田 彩 ビルド・フルーガス 代表
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■議事概要
（１）第１回有識者審議会

○少子高齢化による人口減少が進行しているという状況を考慮

して、施設を集約してコンパクト化するという方向性で計画を

進める必要がある。 

○施設のあり方を検討する上で地域の環境との接点を見出すこ

とで有効活用できるという視点を持つ必要がある。 

○施設の役割を重視して、複合的に利用することを検討する必要

がある。 

○活性化やまちづくりという面を考慮する必要がある。 

○築年数以外にも、施設の利用のされ方ということも考慮するべきである。 

○空いた土地を池袋南公園のように整備して開放する等、まちの魅力を高めるという方向性が

大切である。 

○代々住んできた方や移住してきた方の意見が重要である。 

○民間企業と同様に、市の財政計画に見合った計画とすべきである。 

○PFI や PPP 等の民間活力を取り入れるとよい。 

○食育という観点では学校施設は分散させておいた方が、地産地消という概念が育つ。塩竈市

は宮城県の食を守る場として、非常に重要なまちである。 

○全体的に自助、共助含めて、防災面を考慮するべきである。 

○産業は集約、教育・福祉は分散ということをキーワードとして、進めた方が良い。 

○学校施設は、一部解体等による施設総量の削減は難しい。また、削減を行うにしても、教育

が適切に行われるだけのハードの高機能化についても検討してほしい。 

 

（２）第２回有識者審議会

○学校の統廃合について、文科省からは学校数だけでなく、教育

現場や教育課題を検討して判断すべきとしており、現時点で統

廃合を行うのは時期尚早である。 

○学校は地域のコミュニティとして非常に重要な拠点施設であ

るため、維持するべきである。学校の空き教室を集会所として

利用する等の工夫をすることで、学校を維持できる。 

○学校給食は、給食設備の老朽化や児童数減少を考えると、センター式にした方がスケールメ

リットもあり、また、食の安全管理もしやすい。 

○食育や塩竈市の食の豊かさを考えると、自校式給食の方が良い。センター式にするのなら、

地元の食材を使用する等の対策が必要である。 

○塩竈モデルを作る上で、前向きな意見を多く取り入れ、魅力あるものを作る必要がある。 

○民間が行う公共サービス等、民間と協力することが必要である。 

○24%という目標数値は変えずに、住民の方々に理解してもらうよう、前向きなプランにする

ということを示すことが重要である。 
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（３）第３回有識者審議会 

○学校が地域のコミュニティの中心的な役割を持つことを考え

ると、多機能化・高機能化を更に進めてほしい。 

○｢子育てしやすいまちづくり｣ということを考えてほしい。 

○異なる立場、異なる年代の人同士で議論することで、お互いが

触発されて、新たなアイデアが生まれる。そういった場を設け

ることも計画を進める上で有効である。 

○各集会所の置かれている状況を個別に考え、新しいスペースの活用方法や、機能を考える必

要がある。 

○塩竈市は東北地方で最も人口密度が高く、既にコンパクトシティであり、大きな強みである。 

○塩竈の魅力的な部分を余すところなく利用して、塩竈モデルを作成し、多くの人に住みたい

と思ってもらうように、前向きに取り組むことが重要である。 

○定住人口の増加に向けて、教育に対する魅力を外部に対して発信し、子育て世代を増やすこ

とを塩竈モデルでも考慮すべきである。 

○塩竈モデルの土台となる話し合いのプラットフォームをどう置くかということが重要である。 

○公共施設は元々採算が取れないが、魅力があれば他で採算が取れ、結果として、全体経済と

して利益となる。 

○塩竈モデルとして、市民が郷土の歴史や文化を大切にし、公共施設の維持・管理に対して、

市民の参加を促進させる内容を盛り込むと良い。 

○学校給食に関しては、食のまちとして、地元の食材（魚介類）を食べることで、教育や文化

だけでなく、人材育成にも繋がり、まちの活性化や魅力にも繋がる。 

 

（４）第４回有識者審議会 

○教育の変化も考慮しつつ、個々の状況を勘案して、計画を策定

してほしい。 

○防災面の強化も含め、地域と共存できる学校にしてほしい。 

○一市民として、会合に参加がしにくくなっているため、より市

民が参加しやすいように受け皿の整備をする必要がある。 

○集会所と学校については置かれている状況が様々であるため、

個々の状況を把握し、柔軟な対応が必要である。 

○公衆トイレは観光面でも重要なインフラであるため、防犯面等の整備を行い、安全に利用で

きることを発信する必要がある。 

○給食センター方式を目指す場合は、食育や塩竈の食文化の伝承を担保してほしい。 

○外国人実習生等の日本国籍以外の住民のことも考慮し、積極的にコミュニティに取り込んで

いく必要がある。 

○地域の特色を生かしたり、連携することで魅力を高められる。 

○省エネルギーへの配慮、メンテナンスフリーの素材や設備導入によりコスト削減に繋がる。 

○市民の方々がアイデアや提言について話し合う場となる、共創プラットフォームを構築する

ことが重要である。  
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（５）第５回有識者審議会（答申） 

○市として今回の再配置計画は、市民の方々に受け止めてもらえるかが重要であり、ネガティ

ブな受け止め方でなく、持続可能なまちづくりに真正面から取り組むべきだと理解している。 

○有識者審議会では、1 点目は少子高齢化による財政状況の悪化、２点目は公共施設の空きス

ペースの増加により、統合・廃止・譲渡といった手法の検討の必要性、3 点目は施設の多機

能化等による活用について議論をしてきた。 

○食材の地産地消や社会福祉等の観点で地元と WinWin の関係を築き、良い循環を作り出すた

めに、塩竈らしさを意識しながら計画を進めてほしい。 

○塩竈モデルの基盤となっているのは食文化であり、また塩竈には昔から経済や商業を学んで

いくという生活特性が根付いている。そういった特性をつなげていくことでコミュニティが

維持される。 

○市民と行政が並行して意見を出していくことが大切である。 

○２４％という縮減目標を達成するだけでなく、新しいコミュニケーションが生まれるような

連動性を持った仕組みづくりが大切である。 

○公共施設の周知が足りないことが、行政としては反省するべき点である。 
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■答申書
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２ 町内会説明会 

■開催概要
〈次第〉 

１．開 会 

２．挨 拶 

３．説明会 

（１）『公共施設再配置計画(素案)』の概要について 

（２）質疑応答 

４．閉 会 

対象地区 回数 参加人数 開催日時 会場 

南部地区

第１回 ２０名
平成 年 月 日（月）

～
東玉川公民館図書室

第２回 １４名
平成 年 月 日木

～

東部地区

第１回 １４名
平成 年 月 日（月）

～
東玉川公民館第１会議室

第２回 １４名
平成 年 月 日木

～

北部地区

第１回 ２７名
平成 年 月 日（火）

～
松陽台集会所

第２回 ３０名
平成 年 月 日金

～

西部地区

第１回 １８名
平成 年 月 日（火）

～
東玉川公民館図書室

第２回 １８名
平成 年 月 日金

～

浦戸

各地区

第１回 ３名
平成 年 月 日（月）

～ 浦戸諸島開発総合センター

第 会議室（図書室）
第２回 ５名

平成 年 月 日水

～
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■説明会の結果
（１）南部地区

＜第１回＞

○図書館をより魅力的なものにしてほしい。駐車場も小さく、無料の

駐車場もない。利用時間ももっと長くしてほしい。 

○公園をもっと増やしてほしい。 

○市庁舎の老朽化と機能が分散しているため、対策をしてほしい。 

○年少人口の減少対策として、子育て支援施設の拡充を行ってほしい。 

＜第２回＞

○民間に譲渡した場合に、利益と機能の両立ができるかどうかが気が

かりである。 

○ランニングコストの削減は年に 1～2 億円であり、削減効果は少な

いように思える。 

○財政面のみを考えて計画を立てているように見える。 

○先送りになったり、意見がまとまらない事態を避けるために、短期

間で進めたほうが良い。 

（２）東部地区

＜第１回＞

○学校数が多いため、一部解体ではなく、統廃合を進めるべきである。 

○観光や港湾等、産業と関係ある施設に資金を回し、活性化させるべ

きである。 

○計画の期間が 30 年というのは長すぎる。 

＜第２回＞

○統廃合ではなく、廃止等の強い方針を打ち出すべきである。 

○観光への注力や子育て支援の充実等の魅力づくりを行い、人口を増

加させるべきである。 

○集会所の維持が難しいため、町内会と集会所の譲渡についてより検

討するべきである。 

○全体的に利便性を上げる必要がある。また、情報発信や PR もより

行うべきである。 
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（３）北部地区

＜第１回＞

○トイレが少なく、不便である。観光の面でもトイレは必要である。 

○観光振興の一環で、wi-fi 設備を充実させるとのことだが、不足し

ている。 

○集会所を譲渡されても町内会で維持・管理を行うのは大変である。 

＜第２回＞

○産業振興による税収の増加等をするべきである。 

○公園の廃止や大規模な宅地開発等のより抜本的な施策を行うべき

である。 

○町内会に対して、負担をかけすぎているように思う。負担をかけず、

身の丈に合った計画にしてほしい。 

○他市町村と連携することも考慮するべきである。 

（４）西部地区

＜第１回＞

○集会所を譲渡された際に、町内会で全て維持・管理を行うのは不安

が残る。 

○学校の統廃合と市営住宅の解体は、優先的に進めるべきである。 

○市立病院も計画に入れて考慮すべきである。 

＜第２回＞

○集会所を譲渡された場合、市の方でも補助等の介入をしてほしい。 

○人口のバランスを考慮して、集会所の方針を決定してほしい。 

○集会所でなく、補助を多く出している施設を削減する方が良い。 

○譲渡された場合、市民や民間の負担が大きくなり、維持できないと

思う。 

（５）浦戸地区

＜第１回＞

○集会施設は災害公営住宅の建設に伴い新設されているため、現段階では大きく修繕費がか

からないが、人口減少や高齢化が著しい中で、維持していくのは不安である。 

○集会施設の維持に限らず、人口減少が最大の課題である。 

＜第２回＞

○体育館は有事の際に避難所として活用されるため、維持を検討して

ほしい。 

○寒風沢の消防団器具置場を島の中心部の施設に複合した方が良い。 

○浦戸の観光を推進するのであれば公衆トイレは必要である。  
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３ 施設利用団体への説明会 

■開催概要
〈次第〉 

１．開 会 

２．挨 拶 

３．説明会 

（１）『公共施設再配置計画(素案)』の概要について 

（２）質疑応答 

４．閉 会 

対象施設 施設利用団体等 
参加 

人数 
開催日時 会場 

市民交流センター

（遊ホール）

塩釜市芸術文化協会

塩竈夢ミュージカル

塩竈 実行委

員会

塩釜甚句保存会

ＡＢＣチャットクラブ

名

平成 年

月 日（木）

～

図書館 階

視聴覚室

塩竈市民図書館 おはなし びっくり箱

しおがま子育て

支援センター

「ここるん」

一般参加者
名

平成 年

月 日（金）

～

壱番館 階

「ここるん」

桜ケ丘老人

憩いの家

なごみの会

ことぶきの会

さくらの会

桜ヶ丘共栄会

名

平成 年

月 日（金）

～

桜ケ丘老人

憩いの家

清水沢市営住宅 住民 名

平成 年

月 日日

～

清水沢市営住宅

集会所

各小学校・中学校 各学校 会長・役員 名

平成 年

月 日日

～

公民館 階

第一会議室

北部地区行政懇談会 町内会会長 名

平成 年

月 日土

～

松陽台集会所

市営住宅監理補助員 市営住宅監理補助員 名

平成 年

月 日月

～

公民館図書室
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■説明会の結果
（１）市民交流センター 遊ホール ・塩竈市立図書館

○駐車場の数、駐車できる台数が少ない。 

○バス等の公共交通機関を充実させ、施設の利便性を向上させて

ほしい。 

○統合や複合の場合、設備、サービスの水準を維持、向上をして

ほしい。 

 

（２）しおがま子育て支援センター「ここるん」

○公園の数を増やしたり、設備の質を向上させてほしい。 

○小学校の空き教室を、他の施設と複合することが考えられる。 

○保育園が遠い所にあるため、駅の近くに作ったり、バス等の公

共交通機関を充実させてほしい。 

 

 

（３）桜ケ丘老人憩いの家

○使用料も安く、部屋も広いため利用しやすい。週一回の活動を

楽しみしている人も多い。解体されたら、楽しみがなくなって

しまう。 

○老朽化で解体は仕方ないが、解体する場合は市営桜ケ丘住宅と

同じ時期に解体してほしい。 

 

（４）清水沢市営住宅

○解体に伴う引っ越しや、移り住んだ先での生活に不安がある。 

○他の住宅に移る場合、家賃等の問題があり、不安に思う人も 

いる。 

○移転先やどのくらいの人数が入居可能なのかが気になる。 

 

 

（５）各小学校・中学校

○学校が多く、統合するべきだという意見が多いが、学校が多いというイメージはなく、統合

されると、通学等に支障がでる。 

○自校式給食からセンター式給食に変えると、コスト削減等のメリットもあるが、給食への感

謝の気持ち、給食で問題が起きた際に 1 校だけでなく、全体に広がる、給食費の未払い問題

等もある。 

○子どもたちの教育環境を考えて、計画を進めてほしい。 
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（６）北部地区行政懇談会

○建物が老朽化していたり、地盤沈下などで立地が危険な集会所を譲渡されても困る。 

○集会所ごとではなく、より大きな地域単位で利用価値の有無や修理の必要性を考えるべきで

ある。 

○塩竈市の財政が厳しいのは分かるが、それを踏まえて、再配置計画をまちづくりに活かした

り、収益方法を探るなどの前向きな考えが必要である。 

 

（７）市営住宅監理補助員

○100 円バスを含めて、公共交通機関の利便性を向上させてほし

い。 

○財政圧迫を避けるため、維持管理に重点を置いて計画を進めるべ

きである。 

○若い人を対象に意見を聞くべきである。 
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４ 施設利用団体による意見交換会 

■開催概要
＜次第＞ 

１．開 会 
２．挨 拶 
３．意見交換会 

（１）『公共施設再配置計画(素案)』の概要について 
（２）意見交換（ワークショップ） 

４．閉 会 

分
類 

対象施設 

施設名 

出席団体 

団体名 
開催日時 会場 

ス
ポ
ー
ツ
・レ
ク
リ
エー
シ
ョ
ン
系

塩竈市体育館

塩釜市体育協会

平成 年

月 日月

～

体育館

第

研修室

塩釜市バレーボール協会

塩釜市バドミントン協会

塩釜市バスケットボール協会

塩竈市温水プール

リンリン水泳愛好会

ぐっぴぃキッズ

塩釜水泳協会

市
民
文
化
系
・社
会
教
育
系
①

ふれあいエスプ塩竈

退職女性校長会（梅の実会）

平成 年

月 日火

～

公民館

視聴覚室

シオーモ絵本のなかまたち

塩竈市公民館

いしぶみ愛好会

カントリーダンスポニーエクスプレス

塩釜市俳句会

塩釜書道同好会

市
民
文
化
系
・社
会
教
育
系
②

市民交流センター

（遊ホール）

ＡＢＣチャットクラブ

平成 年

月 日水

～

図書館

階

視聴覚室

塩釜市芸術文化協会

塩竈夢ミュージカル

塩釜甚句保存会

塩竈市民図書館 おはなし びっくり箱

■意見交換会の結果
（１）塩竈市体育館

○体育館の規模が大きく、設備の質も良く、利用しやすい。 

○時間帯等の利用形態と床や備品等の施設の改善が必要である。 

○学校を統合し、スポーツ施設を維持するべきである。塩竈市は

施設がバラバラに立地しているので、集約化する必要がある。 

○大きな大会の誘致、企業の運動会や展示会等の多目的利用によ

り、収益を上げることで維持費用をまかなうことが考えられる。 
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（２）塩竈市温水プール

○プール自体は水温も適温で、泳ぎやすい。 

○スタッフの対応も良く、清掃も行き届いており、利用しやすい。 

○シャワー室がつまりやすい。 

○施設自体の評判は非常に良いので、良い評判は維持しつつ、民

間譲渡によるサービスの向上を図ることが考えられる。 

 

（３）ふれあいエスプ塩竈

○利便性もよく、気軽に利用できる。 

○スタジオや機材の老朽化が目立つ。 

○利用時間を改善してほしい。 

○公民館との統合で部屋や駐車場の不足が懸念される。 

○徒歩や公共交通機関の利用による駐車場対策、料金の値上げや、

市民ボランティアによる維持管理等を行うことが考えられる。 

 

（４）塩竈市公民館

○部屋が要望通りに取れやすく、無料で利用できる等利用しやす

い。また、立地が良い。 

○公民館は老朽化しているため、統廃合については理解するが、

本町公民館やエスプでは、公民館の利用団体を追加すると、施

設規模が足りないのではという不安がある。 

○公民館の統廃合に当たっては、集会所や学校の空き教室等を活

用した柔軟な公共施設の使い方を考え、公共交通の利便性の高い所で代替施設を確保できる

ようにすることが考えられる。 

○公民館のつながりは今後も維持することが望ましい。 

 

（５）市民交流センター 遊ホール ・塩竈市民図書館

○スタッフの対応の良さや施設の広さに加えて、料金等の面で利

用しやすい。 

○駐車場が少なく、無料利用の時間も短い。 

○開館時間が遅く、閉館時間が早い。 

○市民が利用しやすさを知らず、施設の周知不足を感じる。 

○再開発や遊休地の活用や公共交通との連携により、駐車場の不

足に対応することが考えられる。 

○施設の周知や PR とともに、図書館と遊ホールはもとより他団体との連携を図ることが考え

られる。 
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５ 高校生との意見交換会 

■開催概要
開催日時 出席者数 主な内容 

平成 年 月 日 木

～
名 ・市内の主な公共施設見学、ワークショップなど

 

＜次第＞ 

１．開 会 

２．公共施設見学 

３．公共施設再配置計画（素案）説明 

４．ワークショップ 

テーマ（１）塩竈市にあるとよい施設、欲しい施設 

（２）塩竈市の未来の施設 

５．閉 会 

＜施設見学＞

参加者が市内の主な公共施設として、社会教育施設である公民館、ふれあいエスプ塩竈及

びスポーツ施設として体育館、温水プール、新たな産業施設として塩竈市魚市場の見学を行

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ふれあいエスプ塩竈               温水プール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   魚市場（おさかなミュージアム）       魚市場（おさかなミュージアム） 
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＜ワークショップ＞

施設見学後、公共施設再配置計画に関するＶＴＲを見た後で、生徒たちが 2 グループに分

かれファシリテーターの指導のもと、『塩竈市の良い施設、欲しい施設』、『塩竈市の未来の施

設』をテーマにワークショップを行い、内容を市長に発表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 ファシリテーターによる説明         必要な施設・欲しい施設を議論 

 

 

 

 

 

 

 

グループごとに発表                全員での記念撮影 

＜１グループの成果＞

○体を動かせる施設（スタジアム、公園、体育館、大きめの鏡のある運動施設など）  

○支援施設（外国人向け施設、子育て支援施設、勉強支援施設、障害のある人が勉強できる施設） 

○集客施設（インスタ映え、ライトアップ、大型商業施設、ホテル、プラネタリウム、ディズニー、

水族館、観覧車、遊園地、ドーム、バッティングセンター、スポッチャ、ボウリング場） 

○地産地消（塩釜の特産物を使った、見学できる工場） 

〇医療・福祉（老人ホーム、高齢者が集まる場所、総合病院、保育所、幼稚園、一時預り場所） 

〇交通系（西塩釜駅にエレベーター、駐車場、市営バス増便、自転車専用道路、フラットな道） 

〇その他（アップルストア、K-POPの店、ロフト、ドンキ、スイパラ） 

＜２グループの成果＞

○勉強施設（小・中・高が学びを共有できる施設、芸術（絵画・音楽）をメインとした施設、学生限

定の学習スペース、図書館（多賀城図書館に負けない施設）） 

〇運動・遊び（公園、スポーツジム、ライブ施設、テーマパーク、ずっと溜まれる施設、カップル限

定スペース、ボウリング場） 

○少子高齢化対策（老人ホームと育児施設の複合施設、あらゆる世代が交流できる場所・イベント） 

〇交通機関（各施設に停車するバス、もっと軽い気持ちで乗れる船、自転車（乗り物）を借りられる

施設、４つの駅をきれいにする） 

〇その他（小中一貫校（浦戸以外）、自動車教習所、砂浜、坂が多いので階段等にスロープ設置） 
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６ パブリックコメントの実施 

■実施結果

内容 塩竈市公共施設再配置計画（素案）について

提出期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日正午まで

意見等の提出方法 
持参（塩竈市役所本庁舎 階情報公開コーナー）、

郵送、ファックス、

案・関連資料の 

入手方法 

ホームページ、情報公開コーナー、図書館、公民館、

ふれあいエスプ塩竈、塩釜ガス体育館、保健センター、

浦戸諸島開発総合センター

意見等の件数 意見件数： 件

No. 意見の内容(概要) 市の考え方(概要)

定量的評価の「配点」「重付係数」「評価点」

について、どのような数値をベースに付けたの

か。

公共施設マネジメントの先進事例等を参考に

し、市内部の策定委員会において、決定しまし

た。

「維持更新費の削減」を目的としているが、検

討の指標が「延床面積ベース」となっているの

は何故か。

歳入･歳出シミュレーションを行い、維持更新

にかかる不足額を解消するためには、施設総量

として の削減が必要であると延床面積ベ

ースに置き換え、目標としています。

目標設定について、 縮減という目標が適正

なのか。

シミュレーションの前提条件については、総務

省が推奨する一般財団法人地域総合整備財団

ふるさと財団 が示した施設分類ごとの㎡単

価を採用しており、一定の根拠のある数値を基

に目標を設定しています。なお、社会情勢の変

化等により、総合管理計画･再配置計画ともに

進捗状況や計画そのものを見直し･更新してい

くものとしています。

資料の作成過程にデータ解析の専門家が関わ

っているか。

データ整理･解析には委託コンサルと契約し、

データをまとめています。
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内容 塩竈市公共施設再配置計画（中間案）について

提出期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日正午まで

意見等の提出方法 
持参（塩竈市役所本庁舎 階情報公開コーナー）、

郵送、ファックス、

案・関連資料の 

入手方法 

ホームページ、情報公開コーナー、図書館、公民館、

ふれあいエスプ塩竈、塩釜ガス体育館、保健センター、

浦戸諸島開発総合センター

意見等の件数 意見件数： 件

No. 意見の内容(概要) 市の考え方(概要)

減収対策や 年間の市の総合計画が提起さ

れない中で議論をするのは無理があるのでは

ないか。

減収対策については、今後も税収を含め市とし

て様々な財源対策を検討する必要があると考

えています。また、市の最上位計画である長期

総合計画との整合性をはかりながら再配置の

推進に向けての取組を進めていきます。

税収増加策として地方税の増額を国・県に強

く要求する必要がある。また、塩竈の基幹産

業である水産加工業の振興を図り、地元雇用

の確保や若年層の定着を推進する必要があ

る。そのためにも「総合政策」が必要であり、

その中で「公共施設問題」を議論することが

必要である。

例年、国に対して地方財源の確保を目的とし

て、地方交付税の増額や地方税の充実等につい

ての要望を行っていますが、引き続き県を通し

て要望を行っていきます。水産加工業について

は、今後も活性化策を検討し、地元雇用の確保

につなげていきたいと考えています。また、公

共施設マネジメントを進める上でも定住促進

を図る取組も検討していきます。

集会所について、「譲渡」という再配置案が

示されているが、利用者が激減しており、修

繕だけでなく施設の維持管理すらできない状

況であるため、集会所の「譲渡」は反対であ

る。

計画における再配置案は、現段階における「た

たき台」であり、具体的な譲渡の方法や時期、

補助制度等については、各町内会の状況を踏ま

えながら、個別施設計画を策定していく中で、

最終案を決定していきます。
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７ 塩竈市公共施設等総合管理計画等策定委員会 

■委員
所属・役職 氏名 備考 

副市長 内形 繁夫

市民総務部長 小山 浩幸

健康福祉部長 阿部 徳和

産業環境部長 佐藤 俊幸

建設部長 佐藤 達也

市立病院事務部長 荒井 敏明

水道部長 大友 伸一

教育部長 阿部 光浩

市民総務部総務課長 川村 淳

市民総務部政策課長 相澤 和広

市民総務部財政課長 末永 量太

■開催経緯
回数 開催日時 主な内容 

第 回
平成 年 月 日 木

～

・塩竈市公共施設再配置計画 素案 の概要について

・今後のスケジュールについて

第 回
平成 年 月 日 水

～

・第 回有識者審議会の主な意見と対応

・町内会説明会の開催結果

・施設利用団体による意見交換会の開催結果

第３回
平成 年 月 日 金

～

・施設利用団体への説明会の開催結果

・『塩竈市公共施設再配置計画』修正案についての報告

・今後のスケジュールについて

第４回
平成 年 月 日 水

～

・『塩竈市公共施設再配置計画』修正案について

・今後のスケジュールについて

第５回
平成 年 月 日 火

※各委員に持ち回り

・答申内容の確認について

・今後のスケジュールについて

第６回
平成 年 月 日 水

～

・『塩竈市公共施設再配置計画』最終案について

・アクションプランの内容について
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８ 施設担当者説明会 

■担当課職員

■開催経緯
回数 開催日時 主な内容 

第１回
平成 年 月 日 月

～

・公共施設再配置計画 素案 の概要について

・今後の取り組みについて

・施設利用団体との意見交換会について

第２回
平成 年 月 日 金

～

・各種会議の意見反映について

・アクションプランの作成について

・今後のスケジュールについて

第３回
平成 年 月 日 金

～
・アクションプランの内容について

所属課 氏名 備考 

市民総務部

総務課 伊藤 勲

財政課 千葉 貴幸

市民安全課

小林 史人

石垣 聡

中村 成子

教育部

教育委員会総務課 扇谷 剛四

生涯学習課

岩舘 恵子

佐藤 涼子

大山 貴之

市民交流センター 柴田 奈津子

健康福祉部

生活福祉課 伊藤 祐一

子育て支援課
津島 康子

鈴木 和賀子

長寿社会課 渡辺 有保

健康推進課 大森 弘靖

産業環境部

水産振興課 渡辺 敏弘

商工港湾課 川口 正隆

観光交流課 阿部 真典

環境課 島津 和洋

浦戸振興課 文屋 一郎

建設部

定住促進課 阿部 経憲

土木課
鈴木 修

尾形 真宏
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高

低

低 高

付属資料２ 施設類型分類別の一次・二次評価結果

１ 施設類型分類別の一次評価結果 

【図・表例とデータの見方】

１．施設の一次評価

◆ 公共施設の一次評価における各項目の点数と、一次評価の結果を表示しています。

① 施設の名称を表示しています。

② ソフト面の 項目についてそれぞれ点数を表示しています。

③ ソフト評価結果の点数を合計した値を表示しています。

④ ハード面の 項目についてそれぞれ点数を表示しています。

⑤ ハード評価結果の点数を合計した値を表示しています。

⑥ ソフトとハードの点数から右図の一次評価 ～ の

どこに分類されたかを表示しています。

配点の半分以上（ソフトは 、ハードは ）を

高評価として判定しています。

⑦ 施設が属する小分類名を表示しています。

２．施設マップ

◆ 公共施設が市内のどこに配置されているかを中分類ごとに地図上で表しています。

① 施設の名称と市内のどこに配置されているかを表示しています。

② 中分類名を表示しています。

③ 小分類名と、その小分類に属する施設を何色で表しているかを表示しています。

⑦ 

① ② ③ 

① 

② 

③ 

60 点 

75 点 

④ ⑤ ⑥ 

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

○○中央集会所 D(譲渡・廃止)

○○市公民館 A(適正管理)

○○図書館 C(更新・移転)

図書館

集会施設

施設名称

ソフト

ソフト
項目点数
合計

ハード

ハード
項目点数
合計

一次評価
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（１） 集会施設

表 集会施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

集会所

塩竈市吉津集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市梅の宮集会所 C(移転・建替)

塩竈市今宮町集会所 C(移転・建替)

塩竈市赤坂中央集会所 B(譲渡・転用)

塩竈市赤坂集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市泉沢集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市花立集会所 C(移転・建替)

塩竈市玉川集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市中の島二又集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市後楽地区集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市錦町集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市港町集会所 C(移転・建替)

塩竈市みのが丘集会所 C(移転・建替)

塩竈市袖野田集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市牛生集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市石堂集会所 C(移転・建替)

塩竈市新浜町集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市藤倉中央越の浦集会所 C(移転・建替)

塩竈市清水沢団地集会所 C(移転・建替)

塩竈市尾島町集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市栄町集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市まがき集会所 D(譲渡・廃止)

塩竈市楓町集会所 C(移転・建替)

塩竈市青葉ケ丘集会所 C(移転・建替)

塩竈市松陽台集会所 C(移転・建替)

塩竈市伊保石清水沢1区集会
所

C(移転・建替)

塩竈市花立第2集会所 C(移転・建替)

塩竈市千賀の台集会所 C(移転・建替)

塩竈市玉川中央集会所 C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計
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図 集会施設の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市赤坂集会施設 D(譲渡・廃止)

塩竈市本梅の宮集会施設 D(譲渡・廃止)

塩竈市しおり台集会所 A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計
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（２） 文化施設

表 文化施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 文化施設の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

市民交流センター D(譲渡・廃止)

ふれあいエスプ塩竈 A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

市民交流複合施設
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（３） 公民館

表 公民館の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 公民館の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市公民館 B(譲渡・転用)

塩竈市公民館本町分室 C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

公民館
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（４） 図書館

表 図書館の一次評価

 

 

 

 

 

 

図 図書館の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市民図書館 A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

図書館
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（５） 博物館等

表 博物館等の一次評価

 

 

 

 

 

 

図 博物館等の施設マップ

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

杉村惇美術館 C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

博物館等
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（６） スポーツ施設

表 スポーツ施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 スポーツ施設の施設マップ

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市体育館 B(譲渡・転用)

塩竈市温水プール B(譲渡・転用)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

プール

体育館
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（７） 産業系施設

表 産業系施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

しおがま･みなと復興市場 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃止済み

しおがま本町･くるくる広場 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃止済み

塩竈市新浜町地区仮設施設 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃止済み

塩竈市浦戸地区仮設施設 A (適正管理)

塩竈市浦戸寒風沢地区
仮設施設

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 廃止済み

マリンゲート塩釜 B(譲渡・転用)

寒風沢ステイステーション B(譲渡・転用)

桂島ステイステーション B(譲渡・転用)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

仮設施設（震災対応）

旅客ターミナル施設

漁業等後継者育成施設
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第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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図 産業系施設の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（８） 学校

表 学校の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市立第一小学校 D(譲渡・廃止)

塩竈市立第二小学校 C(移転・建替)

塩竈市立第三小学校 A (適正管理)

塩竈市立月見ヶ丘小学校 C(移転・建替)

塩竈市立杉の入小学校 C(移転・建替)

塩竈市立玉川小学校 A (適正管理)

塩竈市立浦戸小中学校
（小学校）

D(譲渡・廃止)

塩竈市立第一中学校 C(移転・建替)

塩竈市立第二中学校 D(譲渡・廃止)

塩竈市立第三中学校 D(譲渡・廃止)

塩竈市立玉川中学校 C(移転・建替)

塩竈市立浦戸小中学校
（中学校）

B(譲渡・転用)

中学校

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

小学校

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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図 学校の施設マップ

 

 

 

  

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（９） 幼保・こども園

表 幼保・こども園の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 幼保・こども園の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市東部保育所 C(移転・建替)

塩竈市香津町保育所 C(移転・建替)

塩竈市新浜町保育所 D(譲渡・廃止)

塩竈市清水沢保育所 C(移転・建替)

塩竈市藤倉保育所 C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

保育所

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１０） 幼児・児童施設

表 幼児・児童施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 幼児・児童施設の施設マップ

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

しおがま子育て支援センター
｢ここるん」

C(移転・建替)

塩竈市藤倉児童館 A (適正管理)

放課後児童クラブ
（第一小学校）

D(譲渡・廃止)

放課後児童クラブ
（第二小学校）

D(譲渡・廃止)

放課後児童クラブ
（第三小学校）

B(譲渡・転用)

放課後児童クラブ
（月見ヶ丘小学校）

B(譲渡・転用)

放課後児童クラブ
（杉の入小学校）

B(譲渡・転用)

放課後児童クラブ
（玉川小学校）

B(譲渡・転用)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

子育て支援センター

児童館

放課後児童クラブ

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１１） 高齢福祉施設

表 高齢福祉施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 高齢福祉施設の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市桜ケ丘老人憩の家 C(移転・建替)

塩竈市清水沢東老人憩の家 A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

高齢者福祉施設

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１２） 障害福祉施設

表 障害福祉施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

図 障害福祉施設の施設マップ

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

ひまわり園 A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

障害福祉施設

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１３） 保健施設

表 保健施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

図 保健施設の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市保健センター C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

保健センター

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１４） 医療施設

表 医療施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 医療施設の施設マップ

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩釜地区
休日急患診療センター

A (適正管理)

塩竈市浦戸診療所 D(譲渡・廃止)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

診療所・医療センター

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１５） 庁舎等

表 庁舎等の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

図 庁舎等の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市役所 C(移転・建替)

壱番館庁舎 C(移転・建替)

塩竈市
浦戸諸島開発総合センター

A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

庁舎

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１６） 消防施設

表 消防施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈消防団東部分団器具置場 C(移転・建替)

塩竈消防団西部分団器具置場 C(移転・建替)

塩竈消防団南部分団器具置場 C(移転・建替)

塩竈消防団北部分団器具置場 C(移転・建替)

浦戸消防団桂島器具置場 C(移転・建替)

浦戸消防団石浜器具置場 C(移転・建替)

浦戸消防団寒風沢器具置場 A (適正管理)

浦戸消防団野々島器具置場 A (適正管理)

浦戸消防団朴島器具置場 C(移転・建替)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

消防団施設

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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図 消防施設の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１７） その他行政系施設

表 その他行政系施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 その他行政系施設の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業
点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市役所（港町文書庫） D(譲渡・廃止)

塩竈市役所（新浜町文書庫） D(譲渡・廃止)

旧新浜浄水場（倉庫） D(譲渡・廃止)

みのが丘書庫 D(譲渡・廃止)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数
合計

その他行政系施設（文書庫・倉庫）

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２



付属資料２ 施設類型分類別の一次・二次評価結果 

   118 

 

（１８） 公営住宅

表 公営住宅の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

市営玉川住宅 C(移転・建替)

市営貞山通改良住宅 C(移転・建替)

市営新浜町住宅 C(移転・建替)

市営東玉川住宅 C(移転・建替)

市営桜ケ丘住宅 C(移転・建替)

市営清水沢住宅 C(移転・建替)

市営庚塚住宅 C(移転・建替)

市営新玉川住宅 A (適正管理)

市営大日向住宅 A (適正管理)

市営梅の宮住宅 C(移転・建替)

サンコーポラス新清水沢住宅 A (適正管理)

市営清水沢東住宅 B(譲渡・転用)

市営錦町東住宅 B(譲渡・転用)

市営北浜住宅 B(譲渡・転用)

市営伊保石住宅 A (適正管理)

市営錦町住宅 A (適正管理)

市営浦戸桂島住宅 A (適正管理)

市営浦戸野々島住宅 A (適正管理)

市営浦戸寒風沢住宅 B(譲渡・転用)

市営浦戸朴島住宅 B(譲渡・転用)

市営伊保石住宅（第Ⅱ期） A (適正管理)

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

市営住宅

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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図 公営住宅の施設マップ

 

 

 

 

 

 

 

  

序　

章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

第
８
章

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
７
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（１９） 公園（施設）

表 公園（施設）の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公園（施設）の施設マップ

 

 

 

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

伊保石公園（管理棟） A (適正管理)

北浜公園（トイレ） C(移転・建替)

青葉ヶ丘公園（トイレ） C(移転・建替)

杉の入公園（トイレ） C(移転・建替)

一本松公園（トイレ） C(移転・建替)

清水沢公園（トイレ） C(移転・建替)

新浜町公園（トイレ） C(移転・建替)

緩衝緑地帯（管理棟） C(移転・建替)

公園・緑地（施設）

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

（管理棟）

（管理棟）

（トイレ）

（トイレ）

（トイレ）

（トイレ）

（トイレ）

（トイレ）

序　

章

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

付
属
資
料
１

付
属
資
料
２
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（２０） 供給処理施設

表 供給処理施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 供給処理施設の施設マップ

 

 

 

 

 

 

  

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

塩竈市清掃工場 C(移転・建替)

新中倉廃棄物埋立処分場 A (適正管理)

新浜リサイクルセンター A (適正管理)

伊保石リサイクルセンター C(移転・建替)

供給処理施設

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計
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（２１） その他施設

表 その他施設の一次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定事業
自主事業

点数

対象者
点数

利用率
点数 点数

老朽化度
点数

耐震性能
点数

維持
管理費
点数

バリア
フリー
点数

防災管理
点数

海岸通地区顧客利便施設
（トイレ）

D(譲渡・廃止)

西町ポケットパークトイレ D(譲渡・廃止)

浦戸野々島公衆便所 D(譲渡・廃止)

東塩釜駅自転車等駐車場
(西口)

C(移転・建替)

東塩釜駅自転車等駐車場
(東口)

C(移転・建替)

石浜地区渡船待合所 C(移転・建替)

野々島地区渡船待合所 C(移転・建替)

塩竈市月見ケ丘霊園（施設） A (適正管理)

塩竈市月見ケ丘霊園駐車場
（施設）

D(譲渡・廃止)

杉の入小学校グラウンド管理棟 D(譲渡・廃止)

新浜町資材置場 D(譲渡・廃止)

駐車場・駐輪場

渡船待合所

霊園・墓地（施設）

倉庫

施設名称

ソフト ハード

一次評価
ソフト

項目点数
合計

ハード
項目点数

合計

公衆トイレ
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図 その他施設の施設マップ
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２ 施設類型分類別の二次評価結果 

【図・表例とデータの見方】 

◆ 考慮すべき公共施設の現状から二次評価を行った結果を表示しています。

① 施設の名称を表示しています。

② 一次評価の結果を表示しています。

③ 避難所指定がある施設は有と表示しています。

④ 設置目的と現在の社会ニーズが適合している場合は○、そうでない場合は×を表示し、具体的な内容

を文章で表示しています。

⑤ 近隣での代替サービスがあれば有、そうでない場合は無を表示し、具体的な内容を文章で表示してい

ます。

⑥ 現状から導き出された二次評価結果を文章で示しています。

⑦ 施設運営に際し、指定管理者の制度の導入や使用料改訂などの見直しを予定していることを表示して

います。

⑧ その他再配置において考慮すべき内容を表示しています。

⑨ 施設の属する小分類名を表示しています。

 

 

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ① ⑦ 

⑨ 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

○○中央集会所 D(譲渡・廃止) ○

地域活動の推
進を図るための
研修、集会等の
利用に供する施
設として効果を
発揮している。

無 ―

他施設への統
合・複合化または
改築（建替・改
修・縮小）

地区への譲渡を希
望している.

○○市公民館 A(適正管理) 有 ○

地域住民にとっ
て最も身近な学
習拠点というだ
けでなく、交流
の場として重要
な役割を果たし
ている。

無 ―
継続

（避難所移転の
検討）

◯年度に改修工事
を行ったばかりであ
る

○○図書館 C(更新・移転) ○

市民が読書に
親しむための場
として機能して
いる

有
民間のレンタル
サービス

廃止
指定管理者制度の
導入を検討している

貸出書籍の老朽化
が著しく、貸出率も
下がっている。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

集会施設

図書館

。

。
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（１） 集会施設

表 集会施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
吉津集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。また、投
票所としても活用さ
れている。
H28年度利用件数
39回
延べ人数737人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

地域への譲渡のための
手続きを進めている最
中である。

県道拡幅工事により移
転建替えが生じ、現在、
地域が主体となり建替
えの手続きを進めてい
る。

塩竈市
梅の宮集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。
H28年度利用件数
118回
延べ人数1903人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
今宮町集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。
H28年度利用件数
51回
延べ人数1072人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
赤坂中央集会
所

B(譲渡・転用) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。
H28年度利用件数
150回
延べ人数2000人

他施設を統合・
複合

塩竈市
赤坂集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数27回
延べ人数259人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
泉沢集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数130回
延べ人数900人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
花立集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数不明
延べ人数不明

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
玉川集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数49回
延べ人数226人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

地域に十分配慮した検
討が必要。
市による建替えは行わ
ないが地域が建替等の
主体となるよう補助制度
等の支援は今後も継続
することが必要。

現在指定管理制度によ
り管理している。今後
は、さらに地域での活用
方法を広げるため地域
への譲渡や普通財産と
しての貸付等を検討して
いく必要がある。

集会所

地域で管理、利用し
ており地域のコミュ
ニティ活動の基本で
あり必要不可欠で
ある。施設の代替
は困難。

無

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
中の島二又集
会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数18回
延べ人数166人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
後楽地区集会
所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数253回
延べ人数2090人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
錦町集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数11回
延べ人数141人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
港町集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れていたが、町内
会の解散により使
用されていない。

無

今後、町内会の再
開時には津波避難
施設の利用を検
討。

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

集会所の廃止
他の利用目的の検討が
必要。

塩竈市
みのが丘集会
所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数109回
延べ人数1248人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
袖野田集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数170回
延べ人数2643人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
牛生集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数101回
延べ人数1235人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
石堂集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数88回
延べ人数1955人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

地域に十分配慮した検
討が必要。
市による建替えは行わ
ないが地域が建替等の
主体となるよう補助制度
等の支援は今後も継続
することが必要。

現在指定管理制度によ
り管理している。今後
は、さらに地域での活用
方法を広げるため地域
への譲渡や普通財産と
しての貸付等を検討して
いく必要がある。

地域で管理、利用し
ており地域のコミュ
ニティ活動の基本で
あり必要不可欠で
ある。施設の代替
は困難。

無

無

地域で管理、利用し
ており地域のコミュ
ニティ活動の基本で
あり必要不可欠で
ある。施設の代替
は困難。

現在指定管理制度によ
り管理している。今後
は、さらに地域での活用
方法を広げるため地域
への譲渡や普通財産と
しての貸付等を検討して
いく必要がある。

地域に十分配慮した検
討が必要。
市による建替えは行わ
ないが地域が建替等の
主体となるよう補助制度
等の支援は今後も継続
することが必要。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
新浜町集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数69回
延べ人数905人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
藤倉中央越の
浦集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数149回
延べ人数1654人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
清水沢団地集
会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数74回
延べ人数1530人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
尾島町集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数195回
延べ人数2095人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
栄町集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数126回
延べ人数1159人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
まがき集会所

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数13回
延べ人数150人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
楓町集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数560回
延べ人数7560人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
青葉ケ丘集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数169回
延べ人数2247人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

地域に十分配慮した検
討が必要。
市による建替えは行わ
ないが地域が建替等の
主体となるよう補助制度
等の支援は今後も継続
することが必要。

現在指定管理制度によ
り管理している。今後
は、さらに地域での活用
方法を広げるため地域
への譲渡や普通財産と
しての貸付等を検討して
いく必要がある。

地域で管理、利用し
ており地域のコミュ
ニティ活動の基本で
あり必要不可欠で
ある。施設の代替
は困難。

無

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
松陽台集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数358回
延べ人数6167人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
伊保石清水沢
1区集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数457回
延べ人数4819人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
花立第2集会所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数266回
延べ人数2107人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
千賀の台集会
所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数309回
延べ人数3965人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
玉川中央集会
所

C(移転・建替) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数130回
延べ人数2025人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
赤坂集会施設

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数7回
延べ人数230人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
本梅の宮集会
施設

D(譲渡・廃止) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数8回
延べ人数87人

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市
しおり台集会所

A (適正管理) ○

主に地域住民の集
会施設として使用さ
れている。H28年度
利用件数257回
延べ人数不明

他施設を統合・
複合

地域に十分配慮した検
討が必要。
市による建替えは行わ
ないが地域が建替等の
主体となるよう補助制度
等の支援は今後も継続
することが必要。

現在指定管理制度によ
り管理している。今後
は、さらに地域での活用
方法を広げるため地域
への譲渡や普通財産と
しての貸付等を検討して
いく必要がある。

地域で管理、利用し
ており地域のコミュ
ニティ活動の基本で
あり必要不可欠で
ある。施設の代替
は困難。

無

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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（２） 文化施設

表 文化施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 公民館

表 公民館の二次評価

 

 

 

 

 

 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

市民交流
センター

D(譲渡・廃止) ○

中心市街地におけ
る市民の交流と学
習活動の拠点とし
て利用されている。
また、音響・照明設
備を備えたホール
は市内唯一であり、
市民の発表の場と
して多く利用されて
いるほか、舞台芸
術文化鑑賞の場と
なっている。

無

会議室等の貸しス
ペースについては
ほかにもあるが、中
心市街地において
は唯一といえる。ま
た、ホール設備を備
えた施設は市内に
はほかにない。

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

指定管理者制度の導入
を含め、検討する必要が
ある。

利用者数については、
有料使用による実数及
び観客数であり、無料施
設での自由来館と比較
すると少なく見えるが、
利用状況は活発といえ
る。

ふれあい
エスプ塩竈

A (適正管理) ○

子どもから高齢者ま
での利用者が学
び・遊び・交流でき
る生涯学習施設とし
てニーズがある。

無
他施設を統合・

複合

業務委託、指定管理者
による運営について検
討する必要がある。

利用者は減少気味であ
るが、公共施設に関する
市民アンケート調査結果
による住民からのニーズ
も高い。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

市民交流複合施設

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市公民館 B(譲渡・転用) 有 ○
地域住民の学習拠
点であり、学習ニー
ズが多い。

無
継続

（避難所移転の
検討）

施設の老朽化が見ら
れ、毎年修繕を繰り返し
て施設を利用しているこ
とから、施設の修繕計画
を策定する必要がある。

塩竈市公民館
本町分室

C(移転・建替) 有 ○
公民館分室として
市民活動の場とし
て活用されている。

無
継続

（避難所移転の
検討）

指定管理者による運営
を継続の予定。

H26年度に大規模改修
実施。
市指定文化財に指定さ
れているため必要に応じ
た改修を行いながら施
設を維持していく必要が
ある。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

公民館
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（４） 図書館

表 図書館の二次評価

（５） 博物館等

表 博物館等の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市民
図書館

A (適正管理) ○

市民のニーズに応
じた図書館資料の
整備と施設等への
団体貸出により利
用者の読書推進が
図られている。ま
た、図書の紹介や
企画展などの読書
推進事業により市
民が読書に親しん
でいる。

無

図書館法により市
町村は、住民に対し
て適切な図書館
サービスを行うこと
ができるよう、図書
館の設置に努める
ことが規定されてい
る。

他施設を統合・
複合

指定管理者制度の導入
を含め検討する必要が
ある。

図書館法では、公立図
書館はいかなる対価を
も徴収してはならないと
規定されている。これは
地域住民の情報や知識
の入手など最低限の文
化的基盤を保障するとい
う原則を尊重する観点
からである。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

図書館

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

杉村惇美術館 C(移転・建替) ○

市民等の芸術文化
活動を支援する施
設としてのニーズが
ある。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

H26年11月に美術館とし
て開館し、指定管理者に
よる運営と各種事業展
開により更なる利用者
の増加を目指している。

市指定文化財に指定さ
れているため必要に応じ
た改修を行いながら施
設を維持していく必要が
ある。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

博物館等
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（６） スポーツ施設

表 スポーツ施設の二次評価

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市体育館 B(譲渡・転用) 有 ○

一般市民の施設利
用だけでなく、ス
ポーツ振興を図る
上で必要なプロス
ポーツ競技を誘致
できる環境にあり、
H28年度の利用者
も14万人で年々増
加傾向にある。

無
継続

（避難所移転の
検討）

H18年度から指定管理
者制度を導入している。
H29年度で第4期が終了
し、H30年度から34年度
までの5年間を指定期間
とした指定管理者制度
の継続予定。

開館30年を経過し、施設
及び備品の老朽化が激
しいことから計画的な改
修を実施する必要があ
る。

塩竈市
温水プール

B(譲渡・転用) 有 ○

ここ数年の利用者
は3万3千人とほぼ
横ばいで推移して
いるが、子どもから
高齢者まで利用で
きる環境にある。

無
継続

（避難所移転の
検討）

H18年度から指定管理
者制度を導入している。
H29年度で第4期が終了
し、H30年度から34年度
までの5年間を指定期間
とした指定管理者制度
の継続予定。

開館20年を経過し、施設
及び備品の老朽化が激
しいことから計画的な改
修を実施する必要があ
る。

プール

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

体育館
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（７） 産業系施設

表 産業系施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

しおがま･みなと
復興市場

― ― ― ― ― ― ― ―

しおがま本町･
くるくる広場

― ― ― ― ― ― ― ―

塩竈市新浜町
地区仮設施設

― ― ― ― ― ― ― ―

塩竈市浦戸地
区仮設施設

A (適正管理) ○

のりの共同作業施
設、貯蔵庫、および
養殖用漁具保管倉
庫として地域に無償
貸与している。

無
他施設を統合・

複合

宮城県漁業協同組合浦
戸支所への譲渡を予定
しており、現在協議中で
ある。

塩竈市浦戸
寒風沢地区仮
設施設

― ― ― ― ― ― ― ―

マリンゲート
塩釜

B(譲渡・転用) ○

市営汽船、観光船
の旅客ターミナル及
び松島の玄関口と
して、観光地を訪れ
る観光客が快適に
利用できる施設とし
てニーズが高い。

無
他施設を統合・

複合

現在のニーズに適応し
た施設の改修、アメニ
ティの向上を検討してい
る。

年々利用者が減り続け
ている。
施設の老朽化が進み、
利用者から改善を求め
られている。

寒風沢ステイ
ステーション

B(譲渡・転用) 有 ○
旧小学校を改築し、
漁業等後継者育成
施設として整備。

無
継続

（避難所移転の
検討）

桂島ステイ
ステーション

B(譲渡・転用) 有 ○
旧小学校を改築し、
漁業等後継者育成
施設として整備。

無
継続

（避難所移転の
検討）

漁業等後継者育成施設

旅客ターミナル施設

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

仮設施設（震災対応）
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（８） 学校

表 学校の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市立
第一小学校

D(譲渡・廃止) 有
継続

（避難所移転の
検討）

塩竈市立
第二小学校

C(移転・建替) 有
継続

（避難所移転の
検討）

塩竈市立
第三小学校

A (適正管理) 有
継続

（避難所移転の
検討）

H25・26年度において、
今後20年間の活用を前
提とした大規模改造事
業を実施した。

塩竈市立
月見ヶ丘小学校

C(移転・建替) 有
継続

（避難所移転の
検討）

H28・29年度において、
今後30年間の活用を前
提とした長寿命化改良
事業を実施した。

塩竈市立
杉の入小学校

C(移転・建替) 有 ○

統廃合を考えた場
合、地域から学校
がなくなることの反
発が大きい。

継続（避難所移
転の検討）

塩竈市立
玉川小学校

A (適正管理) 有 ○

児童数は減少傾向
にあるが、統廃合を
考えた場合、地域
から学校がなくなる
ことの反発が大き
い。

継続
（避難所移転の

検討）

H18・19年度において、
今後20年間の活用を前
提とした大規模改造事
業を実施した。

塩竈市立
浦戸小中学校
（小学校）

D(譲渡・廃止) 有 ○

特認校制度により
市外からも児童を
受け入れており、児
童数も増加傾向に
あることから必要性
が高い。

継続
（避難所移転の

検討）

無

「稼ぐ公共施設」を目指
して、空き教室や特別教
室棟の貸し出しを目指し
たい。放課後や休日、長
期休暇期間に児童生徒
や地域の方々を巻き込
んだプログラムを提供し
たい。

学校施設は児童生徒数
の減少により、余裕教室
が生じている。計画的除
却と複合化・転用を併せ
て考える。長寿命化する
校舎を選別し、重点的に
投資する。
将来的な除却、転用に
ついては具体的な事業
者を巻き込んだ議論をし
ていきたい。

小学校

児童数は減少傾向
にあるが、統廃合を
考えた場合、地域
から学校がなくなる
ことの反発が大き
い。

○

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市立
第一中学校

C(移転・建替) 有
継続

（避難所移転の
検討）

塩竈市立
第二中学校

D(譲渡・廃止) 有
継続

（避難所移転の
検討）

塩竈市立
第三中学校

D(譲渡・廃止) 有
継続

（避難所移転の
検討）

H30年度に長寿命化工
事実施予定。

塩竈市立
玉川中学校

C(移転・建替) 有
継続

（避難所移転の
検討）

塩竈市立
浦戸小中学校
（中学校）

B(譲渡・転用) 有 ○

特認校制度により
市外からも生徒を
受け入れており、生
徒数も増加傾向に
あることから必要性
が高い。

継続
（避難所移転の

検討）

「稼ぐ公共施設」を目指
して、空き教室や特別教
室棟の貸し出しを目指し
たい。放課後や休日、長
期休暇期間に児童生徒
や地域の方々を巻き込
んだプログラムを提供し
たい。

学校施設は児童生徒数
の減少により、余裕教室
が生じている。計画的除
却と複合化・転用を併せ
て考える。長寿命化する
校舎を選別し、重点的に
投資する。将来的な除
却、転用については具
体的な事業者を巻き込
んだ議論をしていきた
い。

中学校

無

○

生徒数は減少傾向
にあるが、統廃合を
考えた場合、地域
から学校がなくなる
ことの反発が大き
い。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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（９） 幼保・こども園

表 幼保・こども園の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
東部保育所

C(移転・建替) ○

利用定員に対し入
所率77%（入所者46
名/利用定員60名）
と利用頻度は低い。

廃止 施設の老朽化著しい。
駐車場なし。

塩竈市
香津町保育所

C(移転・建替) ○

利用定員に対し入
所率107%（入所者
64名/利用定員60
名）と利用頻度は高
い。

廃止
施設の老朽化著しい。
駐車場3台。

塩竈市
新浜町保育所

D(譲渡・廃止) ○

利用定員に対し入
所率78.3%（入所者
47名/利用定員60
名）と利用頻度は低
い。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

H32年に復興交付金を
活用し、海岸通地区へ
移転整備予定。
指定管理者制度の導入
を検討。

施設の老朽化著しい。
駐車場なし。

塩竈市
清水沢保育所

C(移転・建替) ○

利用定員に対し入
所率90%（入所者81
名/利用定員90名）
と利用頻度は高い。

廃止
国・県の補助金を活用し
た運営の方向性（民営
化）を検討。

施設の老朽化著しい。
駐車場3台。
H29年度乗降場3台整備
済。

塩竈市
藤倉保育所

C(移転・建替) ○

利用定員に対し入
所率100%（入所者
90名/利用定員90
名）と利用頻度は高
い。

廃止 駐車場3台。

国・県の補助金を活用し
た運営の方向性（民営
化）を検討。

保育所

民間保育所有

民間保育所有

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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（１０） 幼児・児童施設

表 幼児・児童施設の二次評価

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

しおがま子育て
支援センター
｢ここるん」

C(移転・建替) ○

来館者数前年度比
112％（土日118％）
と年々利用率が上
昇傾向にある。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

H32年に復興交付金を
活用し、海岸通地区へ
移転整備予定。

面積規模は、縮小予
定。

塩竈市
藤倉児童館

A (適正管理) ○
来館者数前年度比
129％と利用率が上
昇している。

無
他施設を統合・

複合
H29年度～H31年度：指
定管理

H29駐車場増台（指定管
理者）。

放課後
児童クラブ
（第一小学校）

D(譲渡・廃止) ○

利用定員に対し登
録率80％（利用登
録者36名/利用定
員45名）と利用定員
割れしている。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

H29年度～H31年度：指
定管理

小学校空き教室利用２
教室。

放課後
児童クラブ
（第二小学校）

D(譲渡・廃止) ○

利用定員に対し登
録率112％（利用登
録者67名/利用定
員60名）登録率は
高い。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

H29年度～H31年度：指
定管理

小学校空き教室利用２
教室。

放課後
児童クラブ
（第三小学校）

B(譲渡・転用) ○

利用定員に対し登
録率142％（利用登
録者85名/利用定
員60名）と登録率は
高い。

無
他施設を統合・

複合
H29年度～H31年度：指
定管理

H27年度　大規模修繕
工事済。
小学校空き教室利用２
教室。

放課後
児童クラブ
（月見ヶ丘小学
校）

B(譲渡・転用) ○

利用定員に対し登
録率110％（利用登
録者66名/利用定
員60名）と登録率は
高い。

無
他施設を統合・

複合
H29年度～H31年度：指
定管理

H29年度　大規模修繕
工事済。
小学校空き教室利用２
教室。

放課後
児童クラブ
（杉の入小学
校）

B(譲渡・転用) ○

利用定員に対し登
録率106％（利用登
録者95名/利用定
員90名）と登録率は
高い。

無
他施設を統合・

複合
H29年度～H31年度：指
定管理

小学校空き教室利用３
教室。

放課後
児童クラブ
（玉川小学校）

B(譲渡・転用) ○

利用定員に対し登
録率106％（利用登
録者53名/利用定
員50名）と登録率は
高い。

無
他施設を統合・

複合
H29年度～H31年度：指
定管理

小学校空き教室利用２
教室。

放課後児童クラブ

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

子育て支援センター

児童館
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（１１） 高齢福祉施設

表 高齢福祉施設の二次評価

（１２） 障害福祉施設

表 障害福祉施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市桜ケ丘
老人憩の家

C(移転・建替) ×

高齢化が進んでい
る中であるが、施設
が老朽化しており、
対象となる高齢者
の団体の利用が減
少している。

有

貸館の利用が中心
であり、公民館、本
町分室、清水沢東
老人憩の家での代
替が可能だが、利
用者負担増となる。

廃止
老朽化・耐震対策・利用
者減少のため廃止を検
討している。

清水沢東老人憩の家が
H28年度に開設した。
老朽化しており簡易な改
修等ではカバーできな
い状態であることから廃
止としたいが、地域住民
と協議する必要がある。

塩竈市清水沢
東老人憩の家

A (適正管理) ○
高齢者の心身の健
康の増進事業にも
活用している。

有

他の公共施設の利
用でも可能だが事
業の性格上固定施
設が望ましい。

転用・譲渡・貸
付など

併設の市営清水沢東住
宅集会所との管理のあ
り方について検討と協議
が必要である。

H28年度に開設。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

高齢者福祉施設

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

ひまわり園 A (適正管理) ○

障がい児の養育支
援のために児童発
達支援、放課後等
ディサービス、相談
業務のために利用
されている。

有

児童発達支援、放
課後等ディサービス
を民設民営で実施
している事業者もあ
る。また、H32年度
までに児童発達支
援センターの設置
が国から示されて
おり、センター設立
との調整も必要とな
る。

転用・譲渡・貸
付など

現在、指定管理により運
営を行っており、費用
は、障がい事業の給付
費により運営されてお
り、指定管理料は発生し
ていない。

年々通所する障がい児
が増加しており、現在の
場所では、面積が狭く利
用できる人数が限られ
てしまう。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

障害福祉施設
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（１３） 保健施設

表 保健施設の二次評価

 

 

 

 

 

（１４） 医療施設

表 医療施設の二次評価

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
保健センター

C(移転・建替) ○

地域保健法を根拠
とする施設。市民の
健康維持・増進の
ため、その役割を今
後も果たしていく必
要がある。

無

母子保健法等に基
づく行政のみが行う
サービスを担うた
め、代替となる機能
は存在しない。

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

子育て世代包括支援セ
ンターの設置が義務付
けられており、機能の子
育て支援課との機能連
携等が求められ、今後
関係課と協議を深めて
いく。

震災後、エレベーターを
設置し、２Fに事務室を
移設したが、恒久的な利
用形態としては機能性
に難がある。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

保健センター

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩釜地区
休日急患
診療センター

A (適正管理) ○

2市3町の広域行政
として取り組む休日
急患診療を担って
おり、公共性・公益
性の観点から、今
後ともニーズへの対
応が求められる。

有

・休日夜間診療を
行っている民間の
医療機関（ごく少
数）
・仙台市の休日急
患診療所

転用・譲渡・貸
付など

指定管理者制度の導入
の可能性もあるが、医師
確保がネックとなり、現
在の塩釜医師会との協
力連携関係の保持がベ
ターである。

法的には塩竈市の施設
であるが、広義の広域
行政での運営施設であ
り、施設の管理運営につ
いては、他市町の理解
が必要となる。

塩竈市
浦戸診療所

D(譲渡・廃止) ○ 無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

診療所・医療センター
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（１５） 庁舎等

表 庁舎等の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市役所 C(移転・建替) ○ 無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

今後、大規模改修が必
要な状況となっている。

壱番館庁舎 C(移転・建替) ○ 無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈市浦戸諸
島開発総合
センター

A (適正管理) ○ 無
他施設を統合・

複合

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

庁舎
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（１６） 消防施設

表 消防施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈消防団
東部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈消防団
西部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈消防団
南部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

塩竈消防団
北部分団
器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

浦戸消防団
桂島器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

浦戸消防団
石浜器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

浦戸消防団
寒風沢
器具置場

A (適正管理)
他施設を統合・

複合

浦戸消防団
野々島
器具置場

A (適正管理)
他施設を統合・

複合

浦戸消防団
朴島器具置場

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

津波避難マップに基づく
津波浸水区域外への移
転検討や建替え時に
は、消防団確保のため
できる限り地域の防災コ
ミュニティーセンター型へ
の発展やコミュニティー
センターとの併設化など
により地域住民との日常
的な交流の拠点、災害
発生時は地域の活動拠
点とする整備検討を行
う。

消防団施設

無

消防組織法第9条
に基づき設置する
消防団が使用する
設備であり代替困
難。

建替え時には、消防団
確保のためできる限り地
域の防災コミュニティー
センター型への発展やコ
ミュニティーセンターとの
併設化などにより、女性
や青少年を含む地域住
民との日常的な交流の
拠点、災害発生時は地
域の活動拠点とする整
備検討を行う。

地域防災の基本となる
防災施設のため今後も
市が継続管理を行う必
要がある。

常備消防のない離
島の消防活動の中
核であり代替手段
が無い。

無

消防団に設置して
いる（消防）車両、
資機材を保管する
施設であり、ニーズ
に適合している。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

○
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（１７） その他行政系施設

表 その他行政系施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市役所
（港町文書庫）

D(譲渡・廃止) 廃止
機能移転後は普通財産
に切り替える。

塩竈市役所
（新浜町文書
庫）

D(譲渡・廃止) 廃止

旧新浜浄水場
（倉庫）

D(譲渡・廃止) 廃止
機能移転後は解体する
方向。

みのが丘書庫 D(譲渡・廃止) ×
市役所の永年保存
文書を保管する文
書庫である。

無 廃止 H28年度に取得。

今後、書庫はみのが丘
書庫に集約をかける。

その他行政系施設（文書庫・倉庫）

無×

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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（１８） 公営住宅

表 公営住宅の二次評価

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

市営玉川住宅 C(移転・建替) 廃止
最も住宅取得が困難な
市民へ供給している。

市営貞山通
改良住宅

C(移転・建替) 廃止

H23年度3号棟給水更新
工事
H23年度3号棟外壁改修
工事
H24年度1号棟外壁改修
工事
H25年度2号棟外壁改修
工事
H26年度1号棟ガス管改
修工事
H27年度2号棟ガス管改
修工事
H28年度3号棟ガス管改
修工事

市営新浜町
住宅

C(移転・建替) 廃止

H24年度3号棟給水管更
新工事
H25年度1･2･3外壁改修
工事
H26年度2号棟給水管更
新工事
H26年度1号棟給水管更
新工事
H27年度1･2･3号棟地盤
対策工事
H29年度ガス管更新工
事(予定）

市営東玉川
住宅

C(移転・建替) 廃止

H24年度電気容量変更
工事
H27年度外壁屋上防水
改修工事

市営桜ケ丘住宅 C(移転・建替) 廃止

H21年度2号棟給水管更
新工事
H22年度1号棟給水管更
新工事
H24年度1号棟ガス管改
修工事
H25年度2号棟ガス管改
修工事
H26年度外壁屋上防水
改修工事
H27年度1号棟手摺設置
工事
H28年度2号棟手摺設置
工事

○
低額所得者の居住
の安定に効果を発
揮している。

有 県営住宅
管理代行制度の導入を
予定している。

市営住宅

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

市営清水沢
住宅

C(移転・建替) 廃止

H21年度1号棟給水管更
新工事
H22年度2・3号棟給水
管更新工事
H23年度2号棟電気容量
変更工事
H24年度1・3号棟電気
容量変更工事

市営庚塚住宅 C(移転・建替) 廃止
H26年度外壁屋上防水
改修工事

市営新玉川
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

H23年度地デジ変更工
事
H29年度2号棟EV改修
工事(予定）

市営大日向
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

市営梅の宮
住宅

C(移転・建替) 廃止

サンコーポラス
新清水沢住宅

A (適正管理) ○

定住化促進におけ
る住宅困窮者の居
住の安定に効果を
発揮している。

転用・譲渡・貸
付など

市営清水沢東
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・貸

付など

市営錦町東
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・貸

付など

市営北浜住宅 B(譲渡・転用)
転用・譲渡・貸

付など

低額所得者の居住
の安定に効果を発
揮している。

○

低額所得者の居住
の安定に効果を発
揮している。

○

県営住宅有
管理代行制度の導入を
予定している。

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

市営伊保石
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

市営錦町住宅 A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

市営浦戸桂島
住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

市営浦戸
野々島住宅

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

市営浦戸
寒風沢住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・貸

付など

市営浦戸朴島
住宅

B(譲渡・転用)
転用・譲渡・貸

付など

市営伊保石
住宅（第Ⅱ期）

A (適正管理)
転用・譲渡・貸

付など

有 県営住宅
管理代行制度の導入を
予定している。

低額所得者の居住
の安定に効果を発
揮している。

○

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性序　
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（１９） 公園（施設）

表 公園（施設）の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

伊保石公園
（管理棟）

A (適正管理)
他施設を統合・

複合

北浜公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

青葉ヶ丘公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

杉の入公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

一本松公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

清水沢公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

新浜町公園
（トイレ）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

緩衝緑地帯
（管理棟）

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

運営見直し等の検討は
行わず、現状施設の維
持管理にあたりたい。

施設の老朽化等により、
今後、維持管理費の増
加が見込まれる。

公園・緑地（施設）

○ 無

子供から高齢者ま
で、公園利用者の
だれもが快適に利
用できる施設として
効果を発揮してい
る。
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（２０） 供給処理施設

表 供給処理施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市
清掃工場

C(移転・建替) ○

市民生活の中で、
常に排出される廃
棄物（可燃物）の処
理に欠かせない施
設である。

廃止

廃棄物の処理は、市民
生活環境の保全と公衆
衛生の向上のため、継
続した処理が求められる
業務であるが、施設・設
備の老朽化が進んでお
り、広域処理を視野に入
れながら検討を進めて
いく必要がある。

新中倉廃棄物
埋立処分場

A (適正管理) ○

市民生活の中で、
常に排出される廃
棄物（不燃物）の処
理に欠かせない施
設である。

転用・譲渡・貸
付など

廃棄物埋立処分場の埋
立残量には限界があり、
新たな処分場の整備に
必要な土地が市内には
ないため、広域処理を視
野に入れながら検討を
進めていく必要がある。

新浜
リサイクル
センター

A (適正管理) ○

市民生活の中で、
常に排出される資
源物（プラスチック
製容器包装）のリサ
イクルに欠かせな
い施設である。

転用・譲渡・貸
付など

リサイクルセンターの運
営は、市単独で維持管
理していくことは可能で
あるが、施設・設備の改
修や効率性など、広域
処理も視野に入れなが
ら検討を進めていく必要
がある。

伊保石
リサイクル
センター

C(移転・建替) ○

市民生活の中で、
常に排出される資
源物（瓶、缶、ペット
ボトル、古紙等）の
リサイクルに欠かせ
ない施設である。

廃止

リサイクルセンターの運
営は、市単独で維持管
理していくことは可能で
あるが、施設・設備の改
修や効率性など、広域
処理も視野に入れなが
ら検討を進めていく必要
がある。

有
周辺自治体で構成する
組合への加入を検討し
ていく。

周辺自治体の広域
処理施設

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

供給処理施設
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（２１） その他施設

表 その他施設の二次評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

海岸通地区
顧客利便施設
（トイレ）

D(譲渡・廃止) ○

中心市街地に立地
していることで、観
光客及び地元等の
利用頻度が非常に
高い。

無

現状では無だが、
運営も含めた海岸
通再開発の状況に
よっては変更の可
能性あり。

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

今後、海岸通再開発の
進捗に合わせ検討予
定。

施設整備時に周辺店舗
等と整備の在り方を検討
しているので、将来的に
廃止を検討する際は、要
注意。

西町ポケット
パークトイレ

D(譲渡・廃止) ○

門前町と神社の中
継拠点施設として
立地し、観光客の
利用ニーズが高い。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

施設整備時に周辺町内
会との調整あり。

浦戸野々島
公衆便所

D(譲渡・廃止) ○

浦戸諸島に訪れる
観光客等のための
利用頻度は高い。
また、島の衛生管
理面においても重
要である。

有

塩竈市浦戸諸島開
発総合センター内ト
イレ（ただし、閉館
時は代替性は「無」
となる。）

廃止
今後、塩竈市浦戸諸島
開発総合センターと合わ
せて検討予定。

東塩釜駅
自転車等
駐車場(西口)

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

東塩釜駅自転車等駐車
場(東口)を西口に統合
の検討を行う。

東塩釜駅
自転車等
駐車場(東口)

C(移転・建替)

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

東塩釜駅自転車等駐車
場(西口)への統合の検
討を行う。

石浜地区
渡船待合所

C(移転・建替) ○ 無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

野々島地区
渡船待合所

C(移転・建替) ○ 無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

渡船待合所

○

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性

公衆トイレ

今後の低炭素社会
の実現に向けて
益々自転車のニー
ズが叫ばれており、
社会的に必要不可
欠な公共施設と考
える。

民間等へのサービ
ス代替は採算性の
問題から難しい。

無
人口減少高齢化に伴い
年々利用者が微減して
いる。

駐車場・駐輪場
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施設名称 一次評価
避難所
指定

二次評価
運営見直しに
関する方向性

その他

塩竈市月見ケ丘
霊園（施設）

A (適正管理) ○

霊園利用者の利便
性を図り、良好な環
境を維持する施設と
してニーズが高い。

無
他施設を統合・

複合

月見ヶ丘霊園は都市公
園として墓苑と位置付け
られており、備品倉庫も
含めて今後、直営や民
間委託、法的整合性な
ど、総合的な運営の検
討が必要

維持管理費は、清掃料
で賄われている。
H28区画利用数：2,022
区画

塩竈市月見ケ丘
霊園駐車場（施
設）

D(譲渡・廃止) ○

霊園利用者の利便
性を図り、良好な環
境を維持する施設と
してニーズが高い。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

月見ヶ丘霊園駐車場に
は備品倉庫の他にトイレ
もある。月見ヶ丘霊園は
都市公園として墓苑と位
置付けられており、備品
倉庫等も含めて今後、
直営や民間委託、法的
整合性など、総合的な
運営の検討が必要

維持管理費は、利用料
で賄われている。

杉の入小学校
グラウンド
管理棟

D(譲渡・廃止) ○

S58年度杉の入小
学校の校庭に石油
貯蔵施設立地対策
交付補助金で第4
種公認陸上競技場
と備品倉庫及び更
衣室やトイレを設置
した。校庭の利用団
体や運動会等多数
の参加者がある場
合はこのトイレを使
用している。

無

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

この施設には陸上競技
備品倉庫、男女の控
室、男女トイレが併設さ
れていることで、グラウ
ンド利用者へトイレを開
放する場合がある。しか
し、設置後30年以上が
経過し、老朽が激しいと
こから改修及び解体等
について検討が必要で
ある。

市中体連や市陸上競技
協会でグラウンドの不良
や1周300ｍの変速グラ
ウンドのため利用しない
状況があり、H5年度以
降第4種公認陸上競技
場の更新を行っていな
い。

新浜町
資材置場

D(譲渡・廃止) ○

道路維持業務が完
全な外部委託では
ない限り、道路保
安・維持作業に係る
倉庫は必須であ
る。

無

土木課管理用の備
品倉庫・詰所として
の機能を有する。直
営作業がある限り、
代替不可能であ
る。

他施設への統
合・複合化また
は改築（建替・
改修・縮小）

復興事業の移管や、道
路の老朽化が目立つこ
とで、今後さらに作業量
が増大することが見込ま
れる。

倉庫

霊園・墓地（施設）

社会ニーズとの
適合性

サービスの代替性
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